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一
、 中国古代計量の 発生

　計量 が 発 生 しそ れ を広汎 に 応用 した こ とは 、

人類社 会発展の 証で あ る。 中国古代 の 賢 人の 自

然 界 との 長期 の 戦い におい て 、芽 を出 した原 始

的計 量が そ の 後 の 社会 的進 歩 に伴 っ て 発展 を続

け 、 次第に独 特 な中国 古代 計量 を形 成 し て い っ

た 。

　 1 ．原始計量の 萌芽

　計 量 と い う言葉は 、 中国で も相 当長期 間使 用

され て い る が、今 日に い た っ て も統 一 され た定

義が な い
。

一
般に は計 量 とは 統一 された 精確 な

測定 を 指す と され て い る 。 即 ち計 量 とは
一種 の

測定行 為で 、可能 な 限 りの 精確 さが 求 め られ る

だ けで な く、社会的要 求 に も符合す る こ とが 求

め られ 、同 じ測 定対象 に 対 し異 な っ た測 定者が

測定 して も、同 じ結果 が得 られ な けれ ば な らな

い 。 こ れ らの 条件 を満 足 させ る測 定 を、計量 と

言 う。

　計量 が 発 生する先決 条件は人 間の 思索の 進歩

で あ り、先ず量 の 概念 を表現す る こ とで ある。

い わ ゆ る量 とは 、現象、物体、物質が定 性 を以

て 区別 され た量 として 確定す るこ とを指す。量

の 概念 は、人類 が 自然 を認 識 し、 自然 を改造 し

て い く こ とを通 じて 、比 較 し累積 して きた こ と

か ら始ま る 。 原始的な量 の 概念の 発 生は 人 類の

誕 生 と ほ ぼ同
一

の 歩調 を取 っ て きた 。

　人類 は類人猿 が進 化 した もの で あ る。類人猿

が 自己 の 工 具一
石 器 を作 り始 めた時 、「人類 」

に転化 した 。 粗雑 な石 器 作 りで あろ うと も量 の

概念が 必 要で あ っ た 。 こ の た め 、 量 の 概念 は猿

が 人 に進 化す る極 め て 長期 の 歴 史過程 に あ っ て

徐 々 に 形成 され 、人類 の 誕 生 と同
一

の 歩調 を取

っ て きた と推論 で きる。

　原 始人 の 量 の 概念 に 対す る理解 が粗雑 な もの

で あ る こ と、即 ち彼 らが 作 っ た石 器 の 形や 大 き

さが 一定 で ない こ とは 、現在発 見 され て い る 旧

石 器 時代 前期 の 打製 、剥片石 器 を見れ ば よく判

る こ とで あ る 。 とは い え原始 人が これ ら簡 単な

石 器 を作 る時、或 い は こ れ ら工 具 を利 用 して樹

木 を 伐採 した り 、 棍棒に した りす る時 、 大 き さ 、

長 さに 関 して は感覚的に量 を比 較 して い た こ と

は言 うま で もな い
。

　社会の 進歩に伴 っ て 、旧石 器 時代の 中後期 に

入 る と、工 具 も非 常な進歩 を示 し、石刀 、石 斧 、

石鎌 な どの 使 用 に応 じた形式 が 現れ 、複 合 工 具

も出現 し た
。 例 え ば石 斧 に 孔を穿ち木の 柄 を取

り付 けて 、複 合 工 具 とした。複 合工 具に よ り生

産効率 が 非常 に 高ま っ たが 、こ の 出現は 人 類の

量 に 対す る認 識を深 化 させ た 。 複合工 具を作 る

時は 異 な る部位 の 相 互 配合 を考え る 必 要 が あ る

か らで ある。石 斧 に孔 を穿 つ ときを例 とすれ ば、

木の 柄 を うま く取 り付 ける ため には 孔の 位置と
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大き さを 考え なけれ ばな らない 。 当時 の 人達 は

測 定器 具 は未 だ持 っ て い な か っ たが 、必然 的 に

相互 の 大 小、長短 を比 較 し た に違 い な い
。

こ の

種 の 比 較行為 こそ、一種 の 原始的測定で あ る 。

　但 し、原 始的な大小 、多少 な ど の 量 の 概念 が

あ っ た とはい え、古代計 量が 確 立 され た とは言

えない
。 更に 発展 して記数 を覚 え数 と量の 概念

が 結合 した時に 、 人 類はや っ と原 始的計 量活動

を開始 した と言 え る 。 何故 な ら計量 の 目的 と は 、

数 量 を用 い て 各種事物及 び 現象 の 大小 、多少 を

示す こ とで 、数 の 概念 が 無 けれ ば 目的 の 実現 は

不 可能 だか らで あ る 。

　
一定の 計数 を学ん で これ ら の 数 と の 関係 を把

握す る こ とは 、人類 が文 明 に 向か っ て
一

大飛躍

す る こ と で あ る 。 こ の 飛躍 を 実現 す る こ とは 、

容易 で は な い 。幼児 の 成長 過程 を観察す る と、

幼児 に大 小 、有無 、多少 な どの 概 念 を覚 えさせ

る こ とは、数 を覚 え させ る よ りは 易 し い こ とが

判 る 。 人類 が 社会初期 に 体験 し た こ とは こ れ と

よ く似 て い る。調査 に よれ ば、1949 年以 前 、中

国少数 民族 の 中に、文化発 展 が遅れ 、計数上 で

3 或 い は 10 まで 数 え られ る の が最 多で 、それ 以

上 の 数 は勘定 で きず 「多 い 」 とい っ て い る民族

が い た こ とが 報告 され て い る 。
つ ま り計数を 学

ぶ こ とは、人類 に とっ て 飛 躍 へ の
一大 ス テ ッ プ

なの で ある。

　 人類 が 数 を認識す るに は 、 先ず 「有る 」 こ と

か ら始 ま り、次 い で
一二 を知 り 、 そ の 後 、社 会

生産 と実 践で の 絶 え間な い 累積 に よ っ て 数 え ら

れ る 数が だん だん増加す る 。 中国古代 に 「結縄

記事」 「契 木記 時 j の 伝説 が 有るが 、こ れ は記数

活動 を描写 した最 古の もの で あ る 。 仰 韶文化及

び 年 代 の やや 下が っ た馬 家窯 文化 な どの 遺跡 か

ら出士 した陶昧の 口 に 沿 っ て 、各種 各様 の 符号

数十種 が 刻 されて い るが、 こ れ ら の 符 号 は あ る

種 の 数 字 の 排 列の 可能性 が強 く、中国先人が 当

時 已 に
一定程度の 記数 を行 っ て い た こ とを示す

もの で あ る 。

　量 の 概念の 上 に 計算能 力 が備 わ っ て
、 古代原

始計量が 芽生 え基礎 が築 かれ た。理論 上か らも 、

量 の 単位は 任意 に 規定 で き 、単位 が 規 定 され た

あ とは 、 そ の 単位 を使 っ て 測 定 し、且 つ 同類 の

事物 と現象に対 し比較 して い ける 。

　 2 ．社会 化生産の 促進

　古代原始計量 は 、芽生 え た後 、適合 した気候

と土壌条件 を得 て 絶 えず成 長 し、最終的 に は枝

も繁 り葉 も茂 っ た 。 こ の 条件の
一

つ が即 ち早期

社会化生産 の 促 進 で あ る 。

　人 類社会 の 発 展 過 程 に あ っ て 、旧 石 器 時代 か

ら新石 器 時代 へ の 過 渡期 に 、原始 人群 は 次第に

河 流沿岸 、湖 沼周辺 及 び草原森 林地帯 に移 動 し、

生活 も相対 的 に安 定 し 、 氏 族社会に 転化 し始 め

た 。 氏族社 会 の 出現は 生 産 活動 の 社 会化 を推 し

進 め た 。 社会化 され た 生 産 活動 は 、測定 の 精確

度 と統一性 に 対 し更 に 高い もの を求 め 、古代計

量 の 発 展 を促進 した 。

　現在我 々 が 知 る 限 り で は、当時 の 母 系氏 族公

社生 活 を最 も良 く反 映 して い る の は 、 半坡 遺跡

で あ る 。 半坡 遺跡 は 西安市 東郊 に 位置 し 、 総面

積 10 余万   、今を去 る 6000 年以上前 の 原 始社

会母 系氏 族 時期 の 人類 生活 状況 を反 映 して い る 。

半坡村 落 は居住 区、制陶 区 と氏族墓 地の 三 大部

分 に 分か れ て い る。居住 区 は 村落 の 主要 構 成部

分 で 、総面積 は約 3 万  
、 己 に 発掘 され た もの

は ま だ 1／5 で あ る。居住 区 の 中心 は
一

棟 の 面 積

120   に達す る半 地下穴式 建築 の 大型の 円角方

屋 で あ る。建物 の 中央 に 4 個 の 対称 に並 ん だ 大

きな柱 の 穴が あ り 、 柱そ の もの は存 在 し て い な

い が 、こ れ は 4 本 の 屋 根 を支え る主 柱で あ る と

想像 され る 。 こ の 4 本 の 柱 の 長 さは 、測 定 され

た よ うに
一致 して い る 。 大 型建 築物 の 周 囲に は

数十棟の 構 造が 似 た 、大 き さも同 じよ うな小 家

屋 が密 集 し 、 こ れ ら小家屋 の 面積 は 略同 じで あ

る 。 こ の 他 に 、約 3 万   の 居 住区 の 四周 を 巡 ら

し て 、深 さ及 び幅が ともに 6m 前 後の 大 きな壕が 、

猛 獣や 他 の 部 落 の 襲撃を防御 す る た め に 掘 られ

て い る 。 当時の 生産水準か らい っ て 、こ の よ う

に 大規模 な 工事 は 、周密 な計画 と測 定の 下 、氏

族村民 協同作業で や っ と完成 をみ る 大事業で あ
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る。 統一 され た測定が 無けれ ば こ の よ うな作業

は 出来な い
。 ま さに こ の 種大規模 な社会化 生産

活動 の 促 進に よ っ て 、古代計 量は 徐々 に 発展 し、
一

歩
一

歩 とそ の 原始状態 か ら離脱 したの で ある 。

　
一

般的 に言 っ て 、 個体を 労働単位 とす る手工

業の 発展 も測定技術の 進歩 を促 した 。 例 えば仰

韶 文化 の 陶器 上 に 、 幾多の 装 飾性花紋が 見 られ

るが 、 こ れ ら花紋 の 大多数は 三 角紋、波 浪紋、

花弁紋 、魚紋等 の 幾何図形 で あ る。 陶器上 に均

整 よ く多数組 の 花紋 が配 置 され て い る 。 何組 と

は限 らな い が 、 三 組、四組 又 は五 組 の 花紋は対

称 に描 か れ て い る。花紋 を陶器上 に描 く と き、

比 較測定 を した に 違い な い
。 測定方法 は 、例 え

ば縄で 陶器 の 円周 を測 り 、 円周 を必 要 に応 じて

何分 割か にす る とい う単純 な もの で あ っ たろ う

が 、 そ れ で も、計画 した位置 に紋飾 を 配分す る

こ とで 各組 の 紋飾 は対称 とな る 。 こ の 種 の 比較

測 定 は よ く見受 けられ る測定活動 で あ るが 、当

然 測定 の 進 歩を助 長す る もの で あ る 。 但 し、こ

の 種 の 測 定 は 条件 の 拘束や 制 限 を受 けず 、人 に

よ り時 に よ り場所 に よ り結 果 が 異な り、統一
の

単位 、 標 準 は必 要 で は な く、計 量の 進 歩 に対 す

る促進 作用 に は限 りが あ っ た 。 真に 計量 の 発展

を促 進す るた め に は 、 社会 化 され た生産 活動 に

依存す る必要 が あ っ た 。

　 中国原始社 会末期 、 大水 害が 発生 した。当時

の 部 落連 盟の 首長 堯は鯀 に 治水 を命 じた 。 鯀は

　「堙 障」 （土を築 く）の 方法 を用 い て泥 土で洪 水

を防 こ うとしたが成 功 しな か っ た
。 そ の 後 、 舜

が 部 落連 盟 の 首長に な る と鯀 の 息 子 禹に治水

事業 を任 せ た 。 禹は 、父親 が 治水 に失 敗 した経

験 と教 訓 を総括 し、又 各地 で 実地 調査 と測量 を

進 め 、 堤 防を修理 して水流 を遮断する と共 に河

道疏 通 と相結合 させ て 、 水患 の 解除 に成功 し 、

洪水 を大海 に流 し込 ん だ 。

　大 禹治水の 事件は 、 後人 の 印象に深 く刻 まれ 、

後世 の 幾多の 文 献が さま ざまな角 度か ら こ の 事

を追記 して い る 。 あ る種 文献 は そ の 中の 測量 の

作用 を専門 的 に取 り上 げて い る 。 例 え ば 、〈 管

子 ・軽重 戊 〉 に は大 禹 「三 江 を疏 し、五 湖 を鑿

ち、四浬 の 水 を導 き 、 以て 九 州 の 高 を商 う……
」

とあるが 、商 とはこ こ で は計 る こ とを言 う。

〈 淮南子 ・地形 訓 〉
、 〈 山海 経 ・ 海 外東 経 〉 に

は 、 禹が 大 臣 太 章 、 堅 亥に 山川 を歩行 して測量

す る こ とを命 じた との 記載が あ る 。 ＜史記 ・夏

本紀 〉 に は 、 禹が 「左 に 準縄 、 右 に規 矩 （コ ン

パ ス と定規）を持 ち 、

一
年四 時、以 て 九 州 を開

き、九道 を通 じ、九沢 を陂 し、九 山 を度す」 と

記 載 され て い る 。 こ の 話 は大 禹が 治水 に お い て

規 矩準縄 を測量器 具 と し、天 下 を測 量 した こ と

を示 して い る 。 これ らを総 合 して 、 禹は治水 に

実地測 量 を進 め て い た こ とが 知れ る 。

　 禹治水 の よ うな工 程で 、必 要 な測 量活 動が 必

然的に大規模 にな る こ とは 、容易 に想 像 で きる 。

大規 模 な測量 を進 め るた め に は 、簡 単 な比 較 測

量 で は 不 充分 で 、長 さの 単位 の 確 立 と統 一 され

た 長 さ の 標準 が 必 要で あ る 。 〈 史記 ・
夏本紀 〉

に 禹 「身を度 と為 し、量 っ て 以て 出ず 」とあ り 、

禹が 自己 の 身長 と体重 を長 さ と質 量の 標 準に し

た こ とが 知れ る 。 こ の 記載は 当時 の 人達 が計量

標 準確立 の た め に な した 努力 を反 映 して い る 。

計量 標準 の 確 立 は計量 史上 の 大 事件 で あ り 、 中

国 古代計 量誕 生 の 証で あ る 。 こ の 事の 意 義 を古

人 は 深 く受 け止 め、神 話 に ま で 昇華 させ た 。 東

晋王 嘉が 撰 ん だ怪異小説 く 拾 遺記 〉 に 禹が 龍門

を穿ち開 けて 、 深 さ数十里 の 岩洞 に入 っ て 、 幽

暗 で 前 に進 めな くな っ た 時、
一

頭 の 猪 の よ うな

怪 物 が表 われ 、口 に 明珠 を咥 えて 、禹を 広 く明

る い 場所 まで 道案内す ると、そ こに は人 面蛇身

の 伏 羲 〔訳者注 ： 中国古 代伝 説三 皇の
一

人 、女

蝸 とともに天 地 を創造 し た と言わ れ る〕 が 端坐

して い て 、禹に
一

本の 長 さ一
尺 二 寸 の 玉 簡 （玉

で 作 っ た 薄板） を手渡 し 、 禹は こ の 玉 簡 で 天 地

を測量 し、水 土を治め た とあ る。 こ れ は 神 話で

は あるが 、一条 の 道 理 を表現 して い る ： 測 量 に

は 権威性 あ る統
一

され た 標準 が絶 対に 必 要 で あ

る。ま さに こ の 認識 が 中国古代計量の 誕 生 を導

い たの で ある。
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　 3 ．国家統治上の 必要 性

　禹は治水成功後 、人 々 を組 織 して 生産 を発展

させ た。相伝に よ れ ば禹は 全国 を九 州 に分 け、

その 土地 の 情況 に応 じて 管理 を進 め た 。 禹は 舜

の 賞賛を受け、又 各部族の 推戴 を受 けた 。 舜の

退位後 禹が位を継い だ 。 禹 （一説 には禹の 息子

啓） は中 国歴 史上 最初 の 王 朝
一

夏王 朝を建 立 し

た 。 夏朝は 自己 の 国家機構 を設立 し、牧 正 、 庖

正 、 車正 （牧 畜、膳食 、車旅 を司る官職）等 の

職 官 をお き、軍隊 を有 し、更 に刑法 を定め 監獄

を修 理 した 。

　 国家機 関 の 成 立 以後 、 そ の 運用 を維 持す る た

め糧食 、 副食品 が 必 要 とな り、賦税制度が始 ま

っ た 。
〈 尚書 ・夏書 ・禹貢 〉篇に 禹が 「土 に任

せ て 貢を作 る」 制度 を定めた との 記載 が有 る。

即 ちそ の 土地 の 情況 に応 じて 貢賦 を納 め させ る

制 度で あ る 。 当時 の 賦税制度 は実物賦税 で あ っ

た か ら計 量 が 必 然的に 必 要 だ っ た 。 （非 実物 賦

税 で も計量 は基礎 とな る が）。 こ の よ うに し て 、

賦税制 度の 確 立 は 中国古代計 量の 発 展 を促進 し 、

度 量衡 器具 の 標 準 化 に 向 か わせ た 。 賦税徴収 は

一
種 の 社会 的行為で あ り 、 も し計量器具 が標準

化 され て い なか っ た り 、 権威 が無 か っ た ら必然

的 に 混乱 を きた し徴収 の 運 行 に影響 を与えて し

ま う。 これ に 対 し統治者 は醒 めた 認識 を有 して

い た 。〈 尚書 ・夏書 ・五 子之 歌 〉 に 「石 と鈞 は

王 府 に 有 り」 の 言 が ある 。 石 と鈞 は度量衡 を指

す。度 量衡 の 使 用 と管理 を官府が 手 中 に掌握 し

て こ そ、賦税制 度の 順調 な執 行が 約束 され る 。

も し統治者 が 法定度量衡制度 を放 棄 し 、 欲する

とこ ろ に従 えぱ混乱 が生 じ国家は転覆 し て しま

う。 そ れ 故、賦税制度 か らの 必要性 は 、中国古

代 に あ っ て度 量衡 を主体 とす る計 量制度 を前進

せ せ るた め の 重 要な動 力で あ っ た。

　 賦 税制 度以外 に も各種 の 分配 制度 があ り、特

に 分 田制 度 は伝統 計量の 発展 を推進 した 。 中国

で は 、 原始氏族公 社が ある段 階まで発 展 した 以

降に 、 農業 、牧畜業が 起 き人 々 は 土地 の 上 で の

耕作を始 め た 。 最初 土地 は 公 社 の 所有 で あ り、

全公 社 の 人 が
一緒 に耕作 し、収穫物 は公 社成員

に 均等 に分配 された。生産力 の 向上 に伴い 、公

社 は 土地 を各家族 に 均等 に分 配 し て 使用 させ た

が 、土 地 は依然公 社の 所有物 で あ っ た 。 毎年収

穫 後、公社 は土地 を回収 し翌年種を蒔 く時 に改

め て 分配 した 。 国家 が 成 立後 、土地制 度に も相

応 な変化 が 生 じ 、 全国の 土地 は皆天 子 に 属 し、

い わ ゆ る 「普 く天 の 下 、王 土 に非 ざる莫 し」 で

あ っ た。但 し、王 自身は耕 作せ ず、土 地 と奴隷

を諸侯 と臣下に 分賜 し、
一

世代使 用 させ た 。 従

っ て 諸侯 と臣 下 に は 土地 の 所有権 は な く、王 は

随 時 土地奴隷 を回収 して 別人 に 下 賜 す る こ とが

出来 た。土 地 の 分配 に必 要 な計量 の 規模 と複雑

さは 、明 らか に原始 社会 の 測 定 とは比 べ る こ と

もで きない もの で あ っ た。 こ の た め如何 に土 地

に対 し大規模な測量や計算 を進 める か に 頭 を痛

め 、 計量 技術が 向上 し 、 計 量器具 が発 展 し、関

係 す る計算方 法 も成熟 し 、 最終 的に は 計量理 論

も進 歩 した の で ある 。

　 原 始社会後 期 に は 、生産 の 発 展 に伴 っ て社会

が 分業化 され 、 産 品 に も余剰が 生 じ 、 人 々 の 間

で 有無相通 じさせ るた め 、 交換活 動 が 発 生 し た
。

最初 の 交換活 動 は物 物交換 方式で あ っ た の で、

計量 の 精確度に人 々 は 特別 な要 求 は しなか っ た 。

国家 出現以後 、商業活動 も 相応 に増加 し、あ る

時期 には物質 生 産 に は 直接 従事せ ず専門に 商品

売 買をす る商人階層 が 出現 した 。
〈 尚書 ・酒誥 〉

に殷人 が 「牛車 を牽い て 遠く賈に 服す」 の 記載が

あ るが 、それ は 商代 〔訳者注 二 日本 で は 殷 の 方

が通 りが よい が 、中国で は商 と呼ぶ 〕に 牛車 を

用 い て遠所 で 売 買を専門に す る人間が い た こ と

を意味 し て い る 。 商代後期 に は 又銅 幣が 出現 し

た 。 西 周 の 商業 は殷商時期 よ り発 展 し貨幣量 も

明 らか に増加 し、商業 は社 会経 済上不可欠 な部

門 とな っ た 。 〈 考工 記 〉 の 記載に よれ ば、西 周

の 都 市 に は 専門の 「市」 が あ り 、 人 々 に 貨物 交

換 を供 して い た。 こ れ らは全て 当時 の 商業発展

の 証で ある 。

　 商業 の 発 展 は古代 計量 の 進歩 を促 し た。人 々

が 交換を経常性 ある社会活 動 とす る よ うに な る

と、貨 幣を 交換尺 度 と して 営利 を 目的 と し、原
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始 交換 時 の 無 比較の 状況か ら、大 き さ な ど価値

を争 い 取 る新観念 に 取 っ て 代わ るな ど 、 権威あ

る度量衡 で 精確 に計 量す る こ とが 必 要 に な っ て

きた 。 混 乱 を避 け るた め、官府 も度量衡 を市場

管理 の 手 段 と して利用す るよ うにな っ た。例 え

ば〈 周礼 ・地官 司徒 〉 に 当時 の市場管理 官員
一

司 市が 紹介 され て い る 。 司 市は市場 の 全面管理

に 責 を負 い 、そ の 職 責の
一

つ は 「量度を以 て 賈

と成 し値を徴す」 即 ち度量衡器 具 を用 い て 貨物

を計量後そ の 価 値 を再評 定す る こ とで あ る 。 司

市が 手 中に掌握 す る度量衡器 は 、 市場 唯
一

の 標

準で あ り、又
一種の 権力 の 象徴で あ っ た 。 単 に

周 朝 の み な らず 、 歴 代王 朝 は 市場 交易 ない しは

国家管理 に 度量衡 を 重視 しない もの は 無 か っ

た ；
一方 で は 、権威あ る度 量衡標準器 を制 定 し ；

又
一方 で は 、 各種律 令を頒 布 し 、制定 した度 量

衡 制度 の 遵 守 を人 々 に 迫 っ た。 こ れ は 中国 古代

度 量衡制 度が発展す る 主要 な動 力で あ っ た 。

　 以上 述 べ て きた こ とは、中国古代計 量発 展 の

主 要 因素で あ り、先ず は統 治者 が 国家 を治 め る

必 要 か ら生 じ た もの で 、これ こそ 、 度量 衡 を主

体 とす る古代 計量制度 の 絶 え間 無 い 発 展 の 推 進

力 で あ っ た。

二
、 計量基準の 確立及 び管理

　伝 統計 量の 発 展 で 、 最 も重要 な もの は計量 単

位 の 選択 、計量基準 の 確 立、計 量 学説 の 発展 で

あ る 。 これ に 関 し、中国古人は 孜 々 と し て 弛 ま

ぬ 努 力 を重 ね 、 自己独 自の 特色 あ る計量体系 を

確立 した 。

　 1 ．時間計量単位の 確立

　 伝統計 量 は単 に古代度量衡 の み を指す の で は

な く、時 空の 計量 も重要 な内容 とす る 。

　時 間計 量 は そ の 他の 測定 とは 別で ある。
一

般

の 計量 行 為で は 、計量単位 の 大 半は 人 為 的に 規

定 され た もの で あ るが 、時 間計 量 は 自然単位 中

に存 在す る、即 ち年 月 日で ある 。 地 球 は太 陽の

周 りを公 転 し、春 夏秋 冬 の 季節変化 を造成す る

が 、 こ うし て 寒 暑が交替 し、巡 っ て 又 始 まるの

で 、次第に 人 々 に 「年」 の 概 念 が 生 じた。 こ こ

で 言 う所 の 年は 、 回帰年 〔訳 者注 ： 太陽 が黄道

上 の 春分 点か ら発 し て 再び 春 分点 に帰 る ま で の

時 間〕を指 し、古人 は又 それ を 「歳」 と も称 し

た 。 〈 後漢書 ・律 暦志 〉 に 曰 く ：「日は 天 を周 り、
一

寒一暑、四 時備成 り……之 を歳 と謂 う。亅 四時

とは即 ち四 季を指す 。 こ の 定義 で確 定 した 「歳」

は
一種 の 自然時間単位 で あ る 。

　 其の 他 に 、月の 満 ち欠 け の 変化 も人の 注 目を

引 く周 期現象 で あ っ た 。 こ の 現象を 重視 す るこ

とで 古 人に 「月 」 の 概念が生 じた。正 に宋代 の

沈括 が 言 う所 の 「月 の
一

盈虧 之 を一
月 と謂 う」

（〈 夢渓筆 談 ・補筆談 〉 巻二 ）で あ り 、 月 の 満

ち欠 け を通 じ確 定 され た 時間 の 長 さで あ っ て 、

朔望 月 〔訳 者注 ：月が 朔 （新月）か ら次の 朔 へ 、

又 は 望 （満月）か ら次の 望 に至 るに 要す る時 問〕

と呼 ばれ る 。 朔望月は 、月 の 地 球 を巡 る公 転 と 、

地 球 が 太 陽 を巡 る公 転 と の 総合運動 の 結果 生 じ

る もの で あ る。月 と地球 との 運 動速度 に は周 期

性 の 変化 が あ り、朔 望月 の 長 さは固定 的 な もの

で は な い 。 （比較 して言 えば、回 帰年 の 長 さに も

変化 が ある が、そ の 変化 は微 々 た る もの で あ る）。

観測 の 結果 、朔 望月 の 長 さは 「あ る時は 29 日 と

19 時 間強、ある時は 僅か 29 日 と 6 時 間強で あ

る ］ （唐漢 良、舒英法 ： 〈 暦法漫談 〉 、陜 西科技

出版社 、 1984年 、 第 34 頁 ）。 こ の た め、人 々 が

よ く 口 に す る朔 望 月 の 長 さは朔望月 の 平均 の 長

さを指す 。

　年 、 月 の ほ か に 、人 々 が 接 す る こ との 最 も 多

い 自然の 時間 単位 は 日で ある 。 太 陽が東か ら昇

り西 に落 ち、大地上 に昼夜 の 変化 を造 る こ とは 、

直接 人 間の 生活起居 に影響を 与え る。 い わ ゆる

「日 出で て 作 り 、 日没 して休 む」 は 、太 陽の 周

日運動 が 人間生活 に与 え る影 響 の 真実の 描 写 で

ある 。 日が昇 り 日が没 し、周 っ て 又始 ま る こ と

は 、 人 々 に 自然 に 「日」 とい う時 間概 念 を もた

らした。宋代 の 沈括 はそ の 現 象を 「凡 そ 日 の
一

出没 、之 を一
日と謂 う」 （〈 夢渓 筆談 ・補筆 談 〉 ）

と称 した 。
こ れ は 日とい う時 間単位 は 太陽 の 周
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日運動 を基礎 と して い るこ とを示 して い る 。

　回帰年 、朔 望月 も 日を以 て 単位 として い る こ

とか ら 、 日は 古代最 も基本 とな る計時単位 だ っ

た こ とが 判 る 。 伝統暦 法 の
一

つ の 基本 は、年月

日 三 者の 関係 を調整 し、暦法上 規定 され た 時間

単位 の 長 さと大 自然 が提供す る時間単位を極カ

ー致 させ 、 これ ら 自然 単位の 天 象に規 定を可能

な か ぎ り符合 させ る こ とが 、古 代時間計 量の 重

要な原則 で あ っ た。

　但 し 、時間 計量 か ら言 え ば 、 自然時間単位 だ

けで は 不 充分 で あ っ た 。 何 故な ら 日常 生活 に お

い て 日 を基本 計時 単位 とす る と、
一

日 よ り短 い

時 間 間隔 を表 示 す る には 不便 で あ り、こ の 種 の

情 況 は普 遍的 存在 で あ り、こ の た め 、古人 は又

人為 的時間単位 を制 定 した 。 例 えばく 淮南子 ・

天 文 訓 〉 に 太 陽の 行程 に 従 っ て 晨明 、 朏 明 、 旦

明、蚤食 、晏食 、隅 中、正 中 、 小 還 、 餔時 、 大

還 、高春 、下 舂 、懸 車 、 黄昏、定昏等 15 の 時

称 が 記 述 され て い る 。 類似の 時称 は く 史記 〉 、

〈 漢 書 〉
、

〈 素 問 〉 等 の 著作 中に も見 られ る 。

但 し これ らの 時称 は 後世 に は応 用 され ず、中国

古代 に 普遍的 に 採 用 され た の は
一

日を 12 時 に

分 け る計 時制度 で あ っ た 。

　 12 時制 は 又 12辰 制 、 12時辰 制 とも呼 ばれ た 。

こ の 種 の 時制 の 発 生 は古 人の 太陽運動 に対す る

認識 と関係 が あ る 。 先秦 時代 に は 、人 々 は 天 は

上に 在 り、地 は 下に 在 り、太陽 は天 上 に 在 っ て

天 殻 に 沿 っ て 北天 極 を廻 る円周 運動 を し
一

日
一

夜で
一

周す る と認識 し て い た。 こ の 認 識 か ら古

人 は 、 時 間 の 流れ は 太陽 の 運動か ら取 り決 め る

こ とを 思 い 付 き、太陽 の 空中 の 方位 で 時間 の 早

い 遅 い を示 そ うと した。そ こ で 、太陽の 空 中運

行軌 道 を均等 に 12 分割 し、夫 々 を
一

つ の 方位 に

対応 させ 、子 、丑 、寅 、 卯 、 辰 、 巳 、 午 、 未 、

申 、 酉 、 戌 、 亥 と表示 し 、 太陽が 異な る方位 に

在 る時 は 、 異な る時 間 を表 示 し、こ うし て 12 時

制 を導 き出 した。

　12 時制 の 発生 は相 当に早 い 時期で ある 。
〈 周

礼 〉 中に 「十有 二 辰 」 の 語 があ り 、
〈 周 髀算経〉

巻下則 に 「冬 に 至 れ ば昼極め て短 く、 日は辰 に

出で て 申に入 る ；
……夏に 至 れば昼極 めて 長 く、

日は 寅に出 で て 戌 に入 る。」 とある 。 意味 は
一

年

の 内 、冬 至前後 は 昼 の 時間が 最短 で 、太陽 は辰

の 方位 か ら昇 り 、 申の方位 に 落 ちる ； 夏至前後

は 昼 の 時 間 が最長 で 、太陽 は寅の 方位 か ら昇 り 、

戌の 方位 に 落 ち る こ とを指す 。
こ れ は 、 12方位

と太 陽 の 運 動 の 相 関 関係 を 12 時制 の 由来 と し

て い る こ と を示 して い る 。西 漢 以後 、天は上 に

在 り 、 地 は 下 に在 る とい う説 法は 、天 は 外 に在

り、地 は内 に在 り、天 は 地 を包 む と い う、 天 大

地小 の 渾 天 説 に 取 っ て 代 わ られ た 。 そ こ で 、人 々

は 12 方位 を天 に 沿 っ た赤道 附近 の 区域区分 に

改 め 、こ の 基礎 に た っ て 12 時制 の 方法 を継承 し

た 。 そ の 後 12 時制 は
一

貫 し て 使 用 され て い る 。

12 時制 と現在通用 して い る 24 時制 とは 確定 し

た 対応 関係 に あ る。こ の 対応 関係 を下 表 で示 す 。

唐代 以 後 は 各時辰 を又
一歩進 め て 時初 、 時正 の

両部分 に 分 けたが
、

こ れ は現在 の 24 時制 と
一

致

す る。 こ の 分 け方 は 現在 に影 響 して お り、現代

中国語 で
一昼夜 を 24 小時 〔訳 者 注 ： 時間〕と言

うの は 、こ の 分 け方の 余韻で あ る 。

　 12 時制 を用 い て 時 間の 計量 単位 とす るこ とは 、

時間 の 進行 を精細 に 計 る に は 、あ ま りに も大 ま

か で ある 。 こ の た め 、古代中国に は 別 の 計時制

度一
百 刻制 が存在 した 。 百刻制 は 12 時制 と相

平 行 した別 の 計 時制度で あ り、
一

昼夜 を均 等に

百 分割 した もの で 、

一
刻 は現代 の 14．4 分に 当た

る 。 百 刻制 は、完 全 に 太 陽運動 を考慮 し な い
、

一種 純粋な 人為 時間単位 で 、こ の よ うに細 か く

分割 した こ とは、中国 古代計時制 度が精密 化 の

方 向 に発 展 し た こ とを示 して い る 。 百 刻制 は 天

象 とは無 関係 なの で 、 天 文 学上 で の 使 用 に は 不

便 で あ り 、 12 時制は 天 文学上 の 習慣 には符合す

る が 、分割 が 粗い 嫌 い が あ る。 こ の よ うに こ の

二 つ の 制度 はお 互 い に取 っ て 変 え る こ とは難 し

く、やむ な く同時 に並 存 し、補 充 しあ っ て い た 。

　百刻 制 と 12 時制 の 並存に起 因 して 、 二者の 間
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に 相互 配合 問題 が残 っ て い る 。 しか し 100 は 12

の 整数倍 で は ない の で 、二 者を配合 させ る こ と

は難 か し く、古人 は 苦心惨憺 した 。

　 解決 方法 の
一

つ は 百刻 制の 改革 で あ る 。 例え

ば漢哀 帝時 と王莽時、120 刻制 を用 い た 。 但 し、

用 い た 期 間は長 くな く、又 各種の 要素 もあ っ て
、

再び 百刻制 が復活 した 。 梁武帝前後暫 く 96 刻 制

と 108 刻制 が採用 された が 、用 い られ たの は 数

十年に過 ぎなか っ た 。 明末 に 至 っ て 欧州天 文 学

知識 が 中国 に伝わ り、96 刻 制へ の 改革が提 出 さ

れ た。清初 以後、96 刻制 がや っ と正 式 な時制 と

な っ た。96 刻制 に よれ ば、
一

っ の 時辰 は 8 刻 と

な り、毎刻 は 今の 15 分 とな る。我 々 が現代生活

で 用 い て い る刻 と い う時間概念 は こ こ か らきて

い る 。 〔訳者注 ： 現代 中国語 で は 15 分を 1 刻 と

言 うこ ともあ る〕

　歴 史上 百刻制が 主要 な地位 を占め て い た が 、

人 々 は 12 時制 と調和 させ る方法 を 考慮 し て い

た 。 常用 された 方法 の 一
つ は 、 1 刻 を 3 で 除せ

る小 単位に 分け る こ とで 、例 え ば 1 刻 を 60 分 に

分 け る と、
一

つ の 時辰 は 8 刻 20 分 で あ る。時辰

は初、正 に 分 け られ 、両部分 を 相等 し くす るた

め各時辰 を 8 刻 2 小 刻 と し、 1 刻を 6 小刻 と規

定 し、1 小刻 は現代 の 2．4 分 と等 しい 。 時初 、

時 正 は 4 大刻 1 小 刻 を含み、大刻 を前に 小刻 を

後ろ に お き、こ の よ うな方式 で 百刻 制 を 12 時制

と配合 した 。

　時間単位 の 確立後 、 時 間計量 の 基本 指導思想

が相応 して 生 じた 。 自然 の 時間単位に 対 して は 、

古人 は そ の 特徴で あ る 天 文現 象発 生時刻 を測 る

こ とに力 を入 れ 、両時刻 の 間隔で こ れ ら時間単

位の 長 さを確 定 し ； 人為時問 単位 に対 し て は 、

等 し く変化 す る物質運 動 を求 め 、こ れ か ら時間

の 流れ を捕 らえた 。 後者の 思想 を、古人 は漏刻

（水時 計） で 実現 して い る。

　 2 ．空間方位の 区分

　時 間計量 と相応 して空 間計量 が あ る。空間計

量の 前提条 件は 空間方位区分 で あ る 。

　古人 の 空 間方位 の 区分 は、大体 2 種類 に分 け

られ る ： 天 体空 間方位 区 分 と地平方位 区分 で あ

る 。 実際 に は 二 っ の 異な っ た 座標 系統 が あ る ：

天 球球面座標 と地平座標で あ る。

　 天体 の 空間位置 を測定す る時 、古人 が採 用 し

た計量単位 は度で あ り、 こ の 種 の 度 は 周天 円を

365 と 1／4 段 に 分けた分度方 式で 決定 した。 こ

の 分 度方式 と我 々 が通 常用 い る度の 概念 とは 異

な り、現在の 度 は 、

一
つ の 円を 360 分割 した 時

の 各 分割 が対 す る 円心 角 を指す。 中国古 代に は

円 心角の 概念は 無く、古人 の 分度根 拠 は 太 陽 の

周 年運動 で ある 。 古人 は 、観測中に 、太陽 は
一

回 帰年で 恒星 を背景 として
一

周運行 し、 しか も

回帰 年の 長 さが約 365 日と 1／4 日 で ある こ と に

気付 い た 。 こ の ため 、彼 らは 日行軌道 を 365 と

1／4 段 に分 け 、 各段 を
一

度 と称 した 。 これ が 伝

統分 度方式 の 由 来で ある。 こ の 種 の 「度」 は 本

質 的 に長 さ に属 し、古人 は 「度」 の 概念を運用

す る とき長 さの 概念で 処理 して い た 。

　説 明 を要 する こ とだ が 、伝統 の 365 度 と 1／4

分度 が 本 質的に長 さに 属す る とい っ て も、円に

対 して は分度 が
一

旦 確 定すれ ば 、 円弧 上 の 各段

は
一定 の 円 心角 と相対応 す る の で 、 古人 が 渾儀

で 観測 した もの は 、実際 は 角度測 定で あ っ た 。

こ の た め 、古人 の 観 測結果 を論ず る と きは 、直

接 そ の 記 録 を角度 と同
一

視す る こ とが 可能 で 、

現 今の 360 度 分度方 式 と の 対応換 算関係が 確 立

され て い る 。

　度数概念 の 発生時期 は 相当 に 早 い もの で あ る 。

長 沙馬王 堆 漢墓出土 の 帛書〈 五星 占〉 に 已 に行

星 運行 の 度数 が 載 っ て い る。 〈 五 星 占〉 が 世 に

出 たの は漢初で あ り、其 の 中の 天 文に 関す る数

値 は遠 く先秦 時期ま で 遡れ る 。
〈 開元 占経 〉 等

の 古 書に 戦国時の 天文家 達の 事業 が引用 されて

い る が 、み な広 範 に 度数 を使 用 して い る。 こ れ

らか ら早 く も先秦 時期 に 、中国古人 は天 体 空間

方位 に対 し、巳 に あ る程度の 定量計測 を進 め て

い た こ とが 見 て取れ る。

　分 度方法発 生 後 、天 体空間方位 を如何 に表示
，

す るか に つ い て は、古 人は 色 々 な方法 を用い た

が 、其の 中の 最 も主要 な方 法は天 体の 入宿度 と

計量史研究 24−2 ［26］2002，97
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去極度の 二 要 素 を用 い て 表示 す る もの で あ る。

　い わゆ る入 宿度 は 、 天体 と二 十 八宿 中 の ある

宿の 距星 （標 準の 星）の 赤経差を測 る こ とを指

す 。 古人 は天 を廻 る赤道の 星宿を 28 組に 分 け、

二 十 八 宿 と呼 ん だ 〔訳者 注 ： 月 の 公 転 周 期 が

27，32 日 で あ るこ とか ら 、 赤道帯 を 28 に 区分 し、

そ れ に よ り 28 宿 を考え 、月 が
一

日に
一

つ の 宿を

通 る と考 えた もの
。 各宿 に は 「距星 」 と い っ て

一
番明 る い 星 が最 も西側 に あ り、各宿 の 間隔 は

一
定 で は ない 〕。 各宿は 数が異な る恒星 を含み 、

古人 はそ の 中か ら測 定の 時 当該す る宿 の 目標 と

す る星 を選 定 し、選 定 された 星 を当該宿 の 距 星

と呼 んだ 。
こ れ ら距星 相互 間 の 角距離は予 め測

定で き 、 測定 の 結 果 をこ れ ら距 星の 距度 と呼ん

だ 。 古人 は こ の 距 度測定作業 を 「立周天 暦度 」

と呼 ん だ 。
〈 周髀算経 〉 に 当時の 立 周 天 暦度方

法 の 記載 が あ る 。 距 星 の 測定後 、 各種移動天 体

の 天 の 赤道 に お け る位 置を 、 距星 か ら の 距離で

測 る。 こ れ が 入 宿度の 概念で ある 。 距度 の 測 定

は 天 の 赤道に 沿 っ た 天 空 の 座標 系 で 行 われ 、入

宿 度 とは 、こ の 座標 系 中の 運動天 体位置の 具 体

的 表示 で あ る 。 現 存す る資料 か らみ て 、 遅 く と

も戦国時期に は 、入 宿度 と距 度 の 概念 は発 生 し

て い た 。

　 去 極 度 は則 ち測定 した天 体 と天 の 北極 と の 間

の 角 距離 で あ る 。 こ の 概念 の 発生 は 、 古代渾 天

説 の 天 は 円球で ある とい う思想 と関係 して い る 。

天 が 円 球 で あ る な ら、天 体の 天 球 上 の 位置 を確

定 す るに は、天 の 赤 道に 沿 っ た入 宿度だ け で は

不 充分 で 、同時 に天 の 北極 との 角 距離 も考慮 し

な けれ ばな らず 、こ こ か ら去 極度 の 概念 が 発生

し た
。

　 入 宿 度 と去極度 の 概念 は 、本質的 に 現代 の 天

体空 間方位 を表示 す る経緯度 の 概念 と等 し く、

一
種 の 赤道 系座 標 で あ る 〔訳 者注 ： 地 球の 赤道

面 を無 限 に の ば した時に天 球 と交わ る大 円で 、

天 の 南 極 ・北極 に 直角な円 〕。天体 の 周 日運動 は

赤道 に沿 っ て い る の で 、
こ の 座標 系 の 採用 は非

常 に 科学 的で ある 。 西方で は 、古代 ギ リシ ャ か

ら 16世紀まで 、天 文学を発 達 させ た主要 な民族

は 全 て 黄道 座標系 〔訳者注 ： 地面 か ら見 て 見か

け上 太陽が 天球上 を 動 く道〕 を使用 して い る 。

16 世紀 以後欧州 も次第 に赤道座標 系 を使用 する

よ うに な り 、 近 代で は赤道座 標系 が 天文学の 主

要座標 系 とな っ た 。

　地平 の 方位 を表示す るこ とで は 、 中国古人は

水 平 四方 向の 基礎に た っ て 次第に 細分化 して い

っ た 。 方 向概 念 の 起源 は 中国 で は非常 に早い も

の で あ る 。 6000年以上前の もの が遺 留 され て い

る西安 半坡 遺跡 の 家屋 の 門 は全 て 南向 き で あ り 、

墓葬 も
一

定方 向で あ る。 こ の 種 の 現象は 他 の 遺

跡 で も類似で あ り、こ の こ と か ら、未 だ 文字 も

な い 原始社会 で 人 々 は 已 に方 向 を認識 す る方 法

を掌握 して い た こ とが判 る 。 方 向概 念 の 発 生は

当然 こ の 時代 よ り も更に早 い もの で あ る 。

　 人 々 が 最 も早 く意識 した 方向概念 は東西 二 方

向で あろ う。太陽が 東 か ら昇 り西 に落 ち る の を

い つ も見て い れ ば、東 と西 の 概念が 発 生す る の

は 自然 で ある。宋代科学者 沈括は 「い わ ゆる東

西南 北は 、何 か ら之を得た か 、 日 の 出つ る所 を

東 と為 し、日 の 入 る所 を西 と為 した か ？ 」 （＜ 宋

史 ・
天 文志 〉 ） と言 っ て い る が 、正 に 東西 二 方

向 と 日の 出入 りと の 相 関関係 を示 して い る 。

　 但 し 、日 の 出入 りで 直接東 西 二 方 向 を確定 す

るや り方 は 、非常 に粗雑 で あ る 。 何 故な ら 日 の

出 入 り の 方位 は 毎 日変化す るか らで ある 。 夏に

は 、 太 陽は東 北の 方 向か ら昇 り 、西 北 に 落ち ；

冬 に は 、太陽 は東南 の 方向か ら昇 り、西 南に 落

ち る 。 こ の よ うに 、 日の 出入 りを観 察 し て 東西

の 方 向 を定め る こ とは 、不確 実 で あ る。

　 そ の 後 、 人 々 は太 陽が ど の 方 向か ら昇 降 し よ

うと も 、中天 に達 した時 の 方位 は 不変 で ある こ

とに 気付 き、こ の 方位を 南 と規定 した 。 同時 に 、

夜 中の 天象観測 中に も、満天 の 恒星 は 全 て旋転

す るが 、あ る
一

つ の 星 は決 し て 動 か な い こ とを

発見 し、こ れ を極 星 とした 。 極星所在 の 方位 は

太陽 の 日中中天 の 所在方位 と相対 す る こ とか ら、

こ れ を 北 と規定 した 。 こ こ にお い て 、南 北
一

対

の 方 向が 定義 され た 。 南北概念 が発 生後 、古人

は これ を東 と西 と比 較 して 基本 と した 。 先秦の
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著作 く 晏子春秋 〉 の 説 に 「古 の 国 を立 て る者 は 、

南に 南斗 を 望 み 、北 に 枢 星 を戴 き、以 て朝夕 を

安んず ！」 とあ る。意味 は 、古人 が城池 を修 建

す る時 、南斗 北極 を通 じて 南北 を確定 し、そ こ

か ら東西 方向 を考慮 した こ とを指す 。

　 こ の 認識 の 基礎 に立 っ て 、古人 は 「朝夕を正

す 亅 即 ち東西 を校正 す る概念 を生 み 出 した 。
い

わゆ る 「朝 夕を正す 」 は 、 もは や 日 の 出没 を以

て 東西 判定 の 基盤 とす る の で は な く、精 確 に南

北 方向 を測定 し、それ に垂 直な
一

対方 向 を東西

方 向 と定義す る こ とで あ る 。 本 方法 を用 い て真

東 、真 西 を精確 に得 る具 体的方 法 は 、 第六 章 2

節で詳述す る 。

　 東西 南北四 方 向 は 、古人 の 最 も基本的 な方 向

概念で あ る 。 但 し、地 平で 座 標体系 を作 る に は、

こ の 四 方 向だ けで は不充分 で あ る。そ こ で 古人

は 、極 め て 自然 に こ の 四方 向 か ら東南、西南 、

東北、西 北の 四 方向 を派生 させ
、 合 わせ て人 方

向 を有す る よ うに な っ た。東漢 の 科 学者 張衡 は

く 霊憲 〉 の 中で 、「八極 の 維」な る語 を提示 して

い るが 、こ れ は米 の 字状 の 人 方 向 を指 した も の

で ある。

　八 方 向の 区分 は 、社 会生 活 に 対 して は 未 だ粗

雑 で ある。そ こ で 、人 々 は
一歩進 め て 十 二 の 方

位 に拡充 し 、 そ れ らを 、子 、丑 、寅、卯、辰 、

巳 、午 、 未 、 申 、 酉 、 戌 、 亥の 十二 支 と結合 し

て 、 十 二 支方位表示 法 を形成 した。

図 1 十二 支方位 表示 法

精確 に 方位 を表示 す る必 要 に迫 られ る と、十

二 支方位 は未 だ 粗雑 な嫌い が ある。そ こ で 、古

人 は 又
一

歩進 め て 24 の 方位 に細分 化 し、四 維 、

人 干 、十 二 支 を用い て 表示 した 。 所謂 四維 とは 、

人 卦 中の 乾、坤、艮、巽 の 4 卦 を指す 。 乾は西

北 を、坤 は西 南 を 、 艮 は東北を 、巽 は東 南 を表

示 す る 。 八 干 は十 個の 天干 中の 甲乙 丙 丁 庚 辛壬

癸 を指す 。 十干 中の 戊 、己 の 二 干 は 中央方位 を

表示 し 、二 十四 支方位 とは 無関係 で あ る 。

図 2 二 十 四 支方位 表 示 法

　 二 十 四 支方位 法 は 古代 中国で は時 間の 長 さに

も用 い られて い る が 、地平 方位 に 主 導な 地位 を

占め た表 示 法 で ある 。 た だ 、
こ れ よ りも更に 精

細な 区分 方法 もあ っ た 。 例 えば、清初く 霊 台儀

象志 〉 に は 32 地 平方位区分 が提 示 され て い る。

原文は ： 「所謂地 平の 経儀は 、其 の 盤 を分 けて 三

十 有二 に 向 け る 。 正 南北 東西 は即 ち四 正 向也 。

東南東北 、西 南西 北 は即 ち 四 角 向也 。 又 正 と角

と の 中に各三 向有 り、各 十
一

度十 五 分相 離れ 、

共 に 地 平 四分 の
一

と為 る也 」 これ は 先ず 地 平 方

位 を八 方 向に分 け、更 に 隣 り合 う二 つ の 方向 の

間に平均 した 3 本の 方 向線を 引 い て 、 32 方 向の

地平方位表 示 を構成する こ と で あ る 。

　上述 した地 平方位表示 法 は 、実際 に は 連 続測

定 の 功能は 具備 し て お らず 、
一

つ の 方位 は
一定

の 区域 を表示 して い たの で 、 そ の 区域内 で は 如

何 な る場所 も同 方位に 属 して しま う。 も し も、

連続測定 した い 場合は 、区位 を変えて 指 し示 せ

れ ば、指 し示 した各 区 間で は 、
一

歩進 ん だ 精細
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な区分 に便利 で あ る。32 方 向地 平方位表示 法 は

そ の 意図 を有 し、初歩的 な こ の 種 の 功 能 を具備

上述 した 地 平方位表示法 は 、 実際 に は 連続 測定

の 功能 は具備 し て お らず 、

一
っ の 方位 は

一定 の

圖

9P

正

南

正 末

図 3 〈 霊 台 儀象 志 〉 記 載 の 32 向 地 平 方 位 表 示 法

区 域を表 示 し て い た の で 、そ の 区 域 内で は 如 何

な る場 所 も同方位 に 属 し て し ま う。 も し も、連

続測 定 したい 場合 は 、区位 を変 えて 指 し示せ れ

ば、指 し示 した各 区間で は 、
一

歩進 ん だ 精細 な

区分 に 便利で あ る 。 32方向地 平方位表示 法 はそ

の 意図 を有 し 、 初歩的な こ の 種 の 功能 を 具備

して い た 。 当然 、古代に も連続測 定可 能 な地平

方位 区分 法が あ り、例 えばく 周 髀 算経 〉 で 紹介

して い る 「立周 天 暦度」 の 方法 は 、 即 ち地平方

位 に沿 っ て の
一

種 の 連続測 定で あ る 。 但 し 、
こ

の 方法 を地平方位の 表示 に用 い た こ とは 非常 に

稀で 、科学的 な地 理 経度緯度の 概念 も無 か っ た 。

近代 に 到 っ て 、地球概念が 人心 に植え 付け られ

て か ら、現代 の 表示 方法 と
一

致 し且 つ 経度緯 度

が連続 測定 で きる概念 が普及 し始 め、物体 の 地

理 的 な位置を表示 す る主要な座 標系 と成 っ た の

で ある 。

3 ．度量衡基準の 選択

計 量 に は標 準 が必 要で ある 。 時 空計 量に つ い

て言 え ば、そ の 標準 は 自然時 空単位で 規定 され

る。度量衡 に つ い て 言 え ば 、その 標準 は 必要 に

迫 られ て人 為的 に選択 され、制 定 され る。中国

古人は 度量衡基準 の 制 定 に対 し 、 孜 々 と して 弛

ま ぬ 探索 を続 けて きた 。

　中国度量衡 史専 門家 呉 承洛 先 生 の 研 究に よ

れ ば、中国歴代 の 度 量衡標準 は概 ね二 種類 に分

類で き る 。

一
つ は 自然物 を以 て 標準 と し、 も う

一
つ は人 為物を 以て 標準 と した 。

　 自然 物 か ら標 準 を取 っ た もの は、先 ず 当然 で

ある が 人 体か ら取 っ て い る。 〈 史 記 ・禹本紀 〉

に あ る禹 が 「身 を度 と為 し、量 っ て 以て 出ず 」

は 当時 の 度量衡基準は 禹の 身 体か ら取 っ た こ と

を示 して い る。 こ の 説 が歴 史事実に 符合す るか

否 か に関 わ らず 、こ れ が反 映 し て い る ：人 々 が

度 量衡 基 準を最 初 に制定 した時 、人体 か ら取 っ

た こ と は 、正 に 信ず べ きこ と で あ る。 中国、外

国 を問 わ ず度量衡史 の 発 展 に こ の 点 を証 明 しな

い もの は 無い 。 例 え ば 古代 エ ジ プ トで は 人の 肘

か ら指先 ま で の 長 さを
一

つ の 単位 と し 、「キ ュ

ー ピ ッ トj と呼ん だ。 12 世紀 の 英 国で は 国王 ヘ

ン リ 1 世の 鼻の 頭 か ら手 をま っ す ぐ前 に伸 ば し

た ときの 親指 の 先 まで の 長 さを
一

つ の 長 さの 単

位 とし 1 ヤ
ー ドと呼ん だ 。 中国古籍 〈 大戴礼

記 ・主言 〉 に も 「指 を布 して 寸 を知 り、手 を布

し て 尺 を知 り、肘 を舒 し て 尋 を知 る 」 の 言 が あ

る。 こ れ らは 、皆人体 を借 りて 測 定基準 と し た

具体的な例 で ある。

　 人 体 を以 て 基準 とす る こ の 方 法は 、比 較 的原

始的 で あ る 。 何故な ら人 が 違 えぱそ の 身 体部位

の 長 さも異な り、統一
に は 不便 だか らで あ る 。

も し もあ る権威者 の 身 体部位を以 て 長 さの 標 準

と した と して も、標準 と した身 体 も変化 する の

で 、複製や保存 に不便 で あ る 。 そ こ で こ の 方法

は度 量衡発 展初期 段階の 産物 に過 ぎなか っ た 。

　 自然物 を度量衡 の 基 準 とす る こ とも、やは り

別 の 事情が あ り、動物 或 い は人 の 毛髪 を長 さの

最小 単位と した 。 例 えば〈 孫子 算経〉 に ； 「蚕が

吐 く絲 を忽 と為 し 、 十忽 を秒 と為 し 、 十秒 を毫 と

為 し、十毫を厘 と為 し 、 十厘 を分 と為す j、
＜ 易
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緯 ・通 卦験 〉 に ： 「十馬 尾 を
一

分 と為す 」、〈 説

文解字 〉 に ：「十 発 を程 と為 し、十程を分 と為す」

とあ る 。
こ れ らの 説 明に対 し、呉 承洛著の く 中

国度量衡史 〉 で は、 これ は 度量衡小 単位 の 仮借

命名方 法で あ り、度 量衡制 定 の 本法 で は ない と

して い る。い ずれ にせ よ 、こ れ らが示 す もの は

自然物 を以 て度 量衡基準 とす る思想 で あ る 。

　 こ の 外に 、古人は粟米 を用 い て 度量衡基準 と

し 、 1 粟 を 1 分 と し 、6 粟 を 1 圭 と した 。 こ れ ら

は 全て 自然物 を用い て 度量衡基準と した 実例 で

ある。 自然物 を度量衡基準 とす る こ と は 、計 量

発展過 程 にお け る
一

つ の 選 択 で あ る。現代 の 国

際単位中の 長 さ の 基本 単位 メ
ー トル は 、 19 世 紀

初め パ リを通 る地球 子午線 の 長 さの 四 千 万 分 の

一 と定義 され た が、 これ も自然物 を度量 衡基準

と した 典型 的 な例 で ある。 〔訳者 注 ：因 み に現在

の メ
ー

トル の 定義 は 、すで に 「子 午線 の 長 さ」

か ら離 れ、1960 年 に 「光の 波長」に 、 そ して 1983

年 か ら は 「光 の 速度 」 に 準拠す る よ うに 改訂 さ

れ て い る〕。

　 自然物 を計量標 準 とす る こ とに っ い て は 、古

代科 学水準で は不足 の 所 が ある 。 自然物 を系 統

づ け画
一

に す る こ とは難 しく 、 標準本 体 とし て

は 権威性 、統
一

性 に 欠 け る も の で あ っ た 。 即 ち

パ リで 決 め られた地球子 午線で も、月 日 が 重 な

る とそ の 長 さに も変化 が生 じ、制定 され た 長 さ

の 標 準 も当初の 標準 とは偏 差が 生 じて い る。正

に こ の よ うな理 由 に よ り、古人 も人造物 を度量

衡基 準に しよ うと試 み る よ うに な っ た 。

　人 造物 を度 量衡基 準に す る方 法は 、手 工 業技

術 の 進歩 と不 可分 の もの で ある。中国の 手 工 業

は商周 時 に は 已に 大い に発 展 して い た 。 例 え ば 、

史書に記 載 され て い る が 、西 周 時 、 陶工 は 已 に

専門 の 職業 とな っ て い て 、 各種陶器 の 容積 と寸

法 も規格 化 され始 め て い た 。 規格化 され た陶器

は度量衡進 歩の 結果 で あ る と同時 に 、度 量衡 に

基準を提供 も して い た 。 現存 す る先秦 の 量 器 は

基 本的に銅量 と陶量 で ある が 、 人 造物 と して 度

量衡標 準器 の 作用 をす る も の もあ っ た 。

　陶器 以外 に も、西周 に は 多く の 玉 器が あ っ た
。

これ ら玉 器 は 主 に貴族が尊 卑貴賎を 区別 する 礼

器 と し て 用 い られ た 。 そ の 製作は 精細な だ けで

な く、厳 格 な寸 法要求が あ っ た。 こ の よ うに古

人 は 多 くの 器物 の 中か ら度量衡 基準 を選 択 して

い た
。 例 えば 〈 考工 記 ・玉 人 〉 に ： 「璧羨度尺 、

好三 寸 、以て 度 と為す 」とある 。 こ こ で 言 う 「璧 」

は 玉 璧 で あ る。「好」 は璧 の 孔径 を指す。 「羨」

は 東漢 の 鄭 玄の 注釈 に よれ ば延 長 を意味す る。

即 ちこ の 玉 器 は本来孔径 3 寸 、外径 9 寸 で あ る

べ きもの が 、 ある方 向に 1 寸延長 され 、 それ と

垂 直 の 方向は 1 寸 短 縮 され 、 長 さ 1 尺 、 幅 8 寸、

内径 3 寸の 玉器 で 、 こ の 玉 器 は
一種 の 度量 基準

を提供 し天子 の 「量物 の 度」 と な っ た 。

　 こ の 外 に 、銭幣 も度量 衡基 準 と して 用 い られ

て い る。銭幣 は 重 要な交易 媒介物 で あ り 、 社会

生 活 で は 常に 見 か け る もの で 、 しか も製 作上軽

重 大小 に も一定 の 規則 が あ り、度量衡 の 校正 に

も用 い られ た 。 但 し今ま で 述 べ た 方法 は 、古人

の 心の 中では 、 度量 衡標 準校 正 の 根本 方 法で は

なか っ た ； 古人 が推 し崇 め た もの は伝 統 あ る楽

律累黍説 で あ る 。

　 い わゆ る楽律累黍説 は、古 人が 度量衡 基準 を

制 定す る た め に発 明 した
一

種 の 学説で あ る 。 こ

の 学説 の 基礎は 彼 ら の 音 律 に 対 す る認 識 に在 る。

古人 は音律 が 万 事万 物 と関係 あ る と認識 して い

た 。 正 に 司馬 遷が く 史記 ・律 書〉 で 説 い た ： 「王

者が 制度を作 り規則 を立 て る に あた っ て 、度 量

法 則 の
一

切 は 六 律に 基づ く 。 六 律 こ そ 万 事 の 根

本 で あ る」。 六律 とは 即ち音律 を指す 。 中国古代

伝統 上 用い た の は十 二 音律で あ り、こ の 十二 音

律は 又 六律 と六 呂に 分 け られ る 。 単 に 六 律 と言

うときは音 律の 代名 詞 とな る 。司馬遷 の 説 い た

意味 は 次の とお り ： 帝王 が各 種規則制度 を制定

し 、 測量の標準 を定め るの は、全て 音律か ら来

る 、 音律が 万事万 物 の 根 本 で あ る 。 こ の た め 、

度 量衡の 基準 は 当然音律が 基礎 となる 。

　度量衡 と音律 が相 関 して い る と い う思想 は 、

早 くも先秦時期 に 存在 して い た が 、それ を理 論

的 に組 み 立 て た の は 西漢末 年 の 劉敵 で ある 。 劉

散 は 王 莽の 命 を受 け多数の 人 間 を組織 して度量
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衡制度 を考察 し 、
二 年余 を経 て 、度量衡 標準器

を 製作 し、同 時 に体 系だ っ た度量衡理 論 を総結

した 。 〈 漢書 ・律暦志 〉 に劉散の 理 論が 詳細に

記 載 され て い る ： 「度 は 、分 、寸 、尺 、丈、引也 、

長短 を度す手 段 也 。 本 、黄鐘 の 長 さよ り起 き る 。

子穀秬黍 を以て 計る もの は 、
一

黍 の 巾で 之 を度

し 、九 十粒 を黄鐘 の 長 さ とす る。
一

粒 を
一

分 と

為 し、十分 を寸 と為 し、十 寸 を尺 と為 し、十尺

を丈 と為 し 、 十丈 を引 と為 し 、 五 っ の 度が定ま

る」。 即 ち長 さ を計る 単位 は 、 分 、 寸 、 尺 、 丈 、

引 の 5 個 あ り、これ らで 長 さを計 るが 、そ の 基

準 は 黄鐘 律 管の 長 さ で あ る。音律 を発す る 開 口

黄鐘 律管 の 長 さは 9 寸 で あ る。 こ の 長 さは ある

種 の 穀物 を利用 して の 校 正 が 可能 で あ る 。 具体

的 に 中 ぐ らい の 大 き さの 黍 を選 ぶ と、
一

つ の 黍

の 横 巾は
一

分で 、 90 個 並 べ る と 90 分で 、丁度

黄鐘律 管の 長 さ とな る 。 こ の 長 さが度 量衡基準

で あ り、こ れ か ら種 々 の 長 さ の 単位 が 確定 で き

る。それ らの 換 算関係 は 次の 通 り ：1 引 ＝10 丈 、

1 丈 ＝ 10 尺、 1尺 ＝10 寸 、 1寸 ＝・・10 分 。

分 よ り更 に 小 さ い 単位 に 、厘 、毫 、絲、忽等 が

あ り、い ずれ も十進位 換算で あ る。

　 古人 は音律 を 吹 出す 開 口 黄鐘 律笛 管 の 長 さを

一
定 と認識 した の で 、それ を度量衡 の 基準 と し

た。 こ の 方 法に は
一

定の 科学 的 な道 理 があ る。

笛 管の 長 さと発す る音の 高 さは確 実 に相 関 して

お り、管長 が 変化 す れ ば 、 音 の 高 さも必 然 的 に

変 化 し、こ れは 人 の 耳で 捕 らえ る こ とが出来、

相応 の 処置 を施せ ば、選 定 した管 長 の 恒 常性 を

確保 で き 、 度量衡の 基準 と して の 資格 を保 持 で

き る 。

一方 、 笛管に つ い て 言 え ば 、 そ の 発 す る

音 の 高 さが黄鐘音律で あ る か 否 か は 、聞 く人 が

違 え ば見解が 違 うか も しれ ず 、標 準 が 不確 定性

を帯び る こ と に な る。 こ の た め 、古人 は 又 子穀

秬 黍 を仲介 物 と して 、そ の 排 列 を通 して 長 さの

基 準 を確認 した 。 度 量衡の 長 さの 基 準は 黄鐘律

管で 、 黍に よる 校正 は
一

種 の 補助 基準 で あ る 。

　 黄鐘律管の 長 さを基準 とする 考え方 は 、古代

中国 に あ っ て もその 由来 は 相 当 に古 い 。但 し其

の 具体的数値 に つ い て は、1 尺 だ 、9 寸 だ 、い や

8 寸 1 分 な ど異 な っ た見解が あ っ た 。 但 し 、
〈 漢

書 ・律暦志 〉 が劉散の 説法 を採用後は、黄鐘管長

9 寸の 説が、歴代正 史〈律暦志〉 に受け継 がれ、

後世度量衡制定者の 公認数値 とな っ た。

　黄鐘律管は 単 に長 さの 基 準を提 供す るだ け で

な く、更に 容積標準 も提供 して い る 。 〈 漢書 ・

律暦志 〉 は 盈蠍 の 理 論 を引用 し て い る ： 「韋は 、

龠 （や く）、合 、升 、斗 、斛也 、多少 を量 る手段

也 。 本 、 黄鐘の 龠 （訳者注 ： 黄鐘 の 管を 満たす

水 の 容量 ） よ り起 き 、 度数 を用 い て 其 の 容量 を

定 め る 。 子穀秬黍 を以て 量 る に 千二 百 粒 で 龠 と

し、井 戸の 水 で そ の 水準 を正 す 。 龠 を合わ せ て

合 と為 し、十合 で 升 と為 し、十升 で斗 と為 し 、

十斗で斛 と為 し、五 つ の 量が定 ま る 」。 即 ち量器

の 標 準単位 は龠、合、升 、斗 、斛 の 五 つ に分別

され 、物の 多少 を量 る 。 その 基 準 は黄 鐘 の 龠 か

ら起 きて い る 。 所謂黄鐘 の 龠 とは 、黄 鐘律 管で

定め た 長 さ の 基 準 を用 い て 規 定 され 、龠が確 定

後 、その 他 の 各量が 得 られ る。換 算関係 は

1 斛 ＝10 斗 、1 斗 ＝10 升 、1 升 ＝10合 、1合 ； 2龠

黄鐘 の 龠 の 大き さは 子 穀秬 黍 で の 校正 試験 で も

求 め られ る。具体 的 に 大 き さ中 ぐ らい の 黍 1200

個 を選 ん で 龠 の 中に詰 め 、
一

杯 に なれ ば こ の 龠

は即 ち黄鐘 の 龠 とな る。

　 こ の 他 、黄鐘 律は 更に 質量 単位 に も基準 を提

供 して い る 。
〈 漢書 ・律 暦志 〉 は 劉散 の 理 論 を

引用 して い る ： 「権は 銖 、 両 、 斤 、 鈞 、 石 也 、 物

を平 らに施 して 計 り 、 軽 重 を知 る 手段 也 。 本 、

黄鐘 の 重 さよ り起 き 、
一龠 に 容れ た黍千 二 百粒

の 重 さ十 二 銖 、 之 の 二倍 を 両 と為 し、二 十 四銖

を両 と為 し 、 十六 両 を斤 と為 し、三 十斤 を鈞 と

為 し、四鈞 を 石 と為す」。即 ち 質量 を 量 る の に も

銖 、両 、斤、鈞 、石 と分別 された 五 つ の 標 準単

位 が あ る。その 源 は所謂黄鐘 の 質 量で あ る。黄

鐘 律管 か らは 長 さの 基準 を得 る こ とが 出 来、そ

こか ら量器の 基 準を 定 め られ る 。 量器 の 基準 が

確 定すれ ば、そ こ に 収納 した 物質 の 質量 も確定

で き、こ の 質量 が即 ち衡器 の 基準 と成る。従 っ

て 、衡器 の 基準 も黄 鐘律 を基 とし て い る。質量

も古人 は 子 穀秬黍 の 試験校 正 で得 て い た 。 彼 ら
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は 黄鐘 の 龠が 丁 度 1200 粒 の 黍を 収納 し 、 こ の

1200 粒 の 黍の 質量が 12 銖 と知 っ て い た 。 銖 の

大 き さが 得 られれ ば、そ の 他の もの を得 るこ と

は そ う難 し くは な い
。 そ の 換 算関係 は ：

1石 ＝4 鈞、1 鈞＝30 斤、1 斤＝16 両、1 両；24 銖

劉敵の 論述を通 じて 、古人 が こ の よ うに して 黄

鐘律 と度、量 、衡 三 者 を関係 付 けて い た こ とを

知 る こ とが 出来 る 。

　 古人 の 度量衡 の 統一基準 を 捜 し求め た 努力 は

敬 服 に値す る 。 彼 らが提 示 した 上 述 の 理 論 は 、

概念 と して 説か れ、後世 の 人 も実行 に 努 め た が 、

効果 の ほ どは満 足で きる もの で は なか っ た。

こ れ に つ い て 、 呉承 洛先 生 は く 中国度量 衡史 〉

の 中で 分析 して い る ； 「律管は
一

律で な く、管径

の 大 き さで定律で は な く 、 又発 声状 態が 異 なれ

ば一
律に は な らず 、そ の た め歴 代黄鐘 律 で 尺 度

の 長 さを定め た の は 、
一

律 で ない もの で 度量衡

を定 め た こ とに な り標準 と は 言い 難 い 。 音 で 律

の 長 さを定 め 、音 で 度量 衡 を定 める こ とは、そ

の 理 論 は 科学的 と言 え る が 、異な る律 管 で は 長

さに も些 か の 差が あ り、後世 に な る と黄鐘律 で

之 を求め るこ と、更に秬黍 を累積 して確 認す る

こ とは 困難 に な り、信 用で きない 」。呉承洛 の 評

価 は 客観 的で ある 。 中国歴 代度 量 衡単位量 値 の

変化 は非常に 大で あ り 、 社会的 、 経済的原 因 も

多 い が 、楽律累黍 の 方法 の 不 確 定性 もそ の 技 術

原因 の
一

つ で ある こ とは 疑問 の 余地 も無い 。

　 4 ，度量衡の 管理

　古代各種計量 管理 の 中で 、古人 は 度量衡 管理

を 最 も重 視 し、豊富 な経験 を累積 し
一

定の 制度

を形成 した。 こ れ らは遠 く西 周 時 期 に は 始 ま っ

て い た 。

　現存す る各種 資料か ら見 て 、 西 周 は 礼儀 制度

を 重 視 した 王 朝で ある 。 廟 堂 の 建 造 、器 物の 陳

列 、田地 の 分割、車輛の 製作 、
一

器
一

物 、制度

に符 合 を求め られな い もの は無 か っ た 。 しか も

制度 の 成 立 と監督施 工 は 度量衡 と不 可分 で あ っ

た 。
〈 礼記 ・明堂位 〉 に 日 く ： 「周公 礼 を制 し楽

を作 り、度 量 を頒布 し、天 下大 い に 服す 」。＜ 周

礼 ・夏官 司馬 〉 に 曰 く ： 「合方 氏、天 下 の 道 路 を

掌握 し、そ の 財利 を通 じて 、そ の 数 器 を同 じ く

し、そ の 度 量 を壱 にす る」。 これ らの 記載か ら 、

西 周 に在 っ て は 、 度量衡は 国家権威統治 者が頒 ・

布 し、専門の 官員が 管理 の 責を負 っ て い た こ と

が 判 る。 こ の 方法は、後世歴 代王 朝 が 継 承 し、

古人 が度 量衡 に 権威 性 を持 たせ る伝 統的施 策 と

な っ た 。

　 西 周度量衡 管理 の 具 体的条例 は、現存す る文

献か らは 見 出せ ない が 、多 くの 関連す る記載 か

ら西周 晩期 には已に 度 量衡 管理 制度 が形成 され 、

且 つ こ の 制度 は 王 朝変遷 に 伴 い
、 相応 の 発展 変

化 を とげた こ とが判 る。春 秋戦 国時期 、諸侯 が

割拠 し、統
一

度量衡 制度 は失 われ た が 、各諸 侯

国は 自己 の 度 量衡制 度
一

致 の 保持 に カ を注 い だ 。

幾 多の 諸侯 国 は 相応 の 法律 を制 定 し
、 そ れ を 関

係器 物 に 鋳刻 して い る。現 存す る 先秦 の 量器 の

多 くに 銘 文が あ り、其 の 中で 1857 年 山 東省肢 県

霊 山衛 出土の 斉国 の 子 禾 子 銅 釜 、 陳純銅 釜 、 左

関銅錦 は 現在銘 文 を 有 し 、 年代 と量 値が 説 明 で

きる最 も早 い 量器 で あ る 。 こ の 三 件 の 量 器 上 の

銘 文は 、明確 に校正 制度 と 管理 施策 を規定 し、

且 つ 違 反 者 に 対 して は そ の 軽重 に応 じて の 懲 罰

を 定め て い た 。 陳純銅釜 に は 更 に製 造監督者 名

及び 製作者名 が 器物 に鋳 られ て い る 。 そ の 他 の

諸侯 国か ら も類 似の 量 器 が 出土 し て い る。 こ れ

らの 情況 は 、戦国時期度 量衡 に 対 し て は 、器 物

の 製造 、使用 か ら校 正 に 到 る まで 具 体的規 定 と

施 策が あ っ た こ とを示 して い る 。

　更 に 優 れ た度 量衡管理 制度が 戦国 時期 の 秦国

で 築か れ た。秦孝公 執 政時 （紀元 前 361 〜前 338

年 在位）秦 国 は 商軼 の 主 導の 下、「斗桶 、権衡 、

丈尺 を 平 らにする」 法 を推進 した。 1976 年湖 北

省 雲夢 県 で 千本 余の 戦国 時期 の 秦 律竹簡 が 出土

し た が 、度量衡 管理 に関す る記載 が 一定 の 割合

を占め て い る 。 例 えばく 工 律 〉 の 規定に 、 県 と

官 営手 工 業 を管理 す る 工 室 で 使用 する度量 衡器

具 は少 な くと も毎年
一

回官府 或 い は 専 門職 員 に

よ る校 正 を受 けなければ な らない こ と。所 有 の

度 量衡器 は使用前 に は 必 ず校 正 をす る こ とが 記

計量 史研究 24−2 ［26］2002，IO3
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され て い る 。 こ の 他 に も 、 秦 律は 更に 度量衡器

具 の 許容誤 差範囲及 び 許容誤 差 を外れ た場合 の

処 罰方法 を厳格 に規定 して い る 。 例 えばく 効律 〉

の 記載 に ： 衡器 に 対 し
、 石 （当時の 120 斤）の

不確 か さ、誤差 16 両以 上 、 罰関係 官員
一

甲 （鎧

甲）； 16両未満 8 両以上、罰
一

盾 （盾 牌）。半石

（当時の 60 斤）の 不確 か さ、誤 差 8 両以 上 、 罰
一

盾 。 黄金 を量る小 型権衡器 の 不確 か さ 、誤差

半銖 （約現在 の 0．3g）以上 、 罰
一

盾 とあ る。 量

器 に 対 して も類似 の 規定が あ る。 これ らの 規定

は 、現在 国家が各種 計量器 に 対 して 定め て い る

検定規 定の 許容誤差 範囲 の 規 定 と極 め て 類似の

もの で ある。

　度 量衡管 理 に対 し 、 歴 代統 治者 は それ を非常

に 重視 し て 具 体的 に 規定 し て い る 。 例 えば唐代

の 法律 で は 度量衡校 正 時、偏 差が 出て 規定 に 合

わ ない 場合 、 梶棒で 70 打、監督 管理者 で察知 し

な か っ た者 60 打 、 情をか け る者 も同罪 とあ る 。

こ れ は 校正 人員 に対 す る処罰 規定 で あ る 。 更 に

明代 の 規定 で は、度量衡 は 注 意深 く校 正 し 、 校

正 後合 格 の 度量 衡標 準器 を頒布 し、市 場 に懸 け

よ 、標 準 に合わ な い 人 々 は 処罰せ よ とあ る 。 又

商人 が 度量 衡 を利用 し て 詐欺 行為 を行 っ た場合 、

明 代法 律は 処罰 方法 を明確 に 規定 し、定期検定

を厳格 に要 求 し て い る 。 明律 の 規定 で は 、 も し

も枡 、秤、物 指 しが 標 準 に合格 して も官府 の 合

格印無 しで 使 用す る者 は 「笞 四 十」 とあ る 。 清

代法律 の 関連 規定 も略 同 じで あ る が 、 倉庫官吏

が 違反 し た際 は 、更 に 厳 格 な 処罰 を規 定 して い

る 。 厳 格な 管理 は 度 量衡 制度安 定保持 の 必 要条

件 で あ り、古人の 実践 は こ の 点 を充分 に 証明 し

て い る 。

　古人 は 度 量衡に 対 し厳 格な 管理制度 を採用 し

た だ けで な く 、 度量衡器 具検 定に も
一

定の 時間的

要 求を して い る 。 〈 呂氏 春秋 ・仲春 紀 〉 の 記載 ：

「仲春 の 月 、日夜分かれ 、度量 を同 じ くし 、 衡石

を均 しく し、斗桶 を角 し 、 権概 を正 す」、〈 仲秋

紀 〉 の 記載 ： 「仲秋の 月 、 日夜分 かれ 、 度 量を
一

に し 、権衡 を平 ら に し 、 鈞石 を正 し、斗甬を斉 し

くす」はその 例 で ある 。 古人は春分秋 分の 時は 日

夜 均等 で 、度 量衡器 具 校正 の 理 想 時期 だ と認識

して い た 。 古人の こ の 考 えは道理 に か な っ て い

る 。 何 故な らこ の 両季 節 は 「昼 夜均 し く して 寒

暑 平 らな り」 で気 温 も暑か らず寒か らず 、校正

時 温 度変化 の 影響 を受 け難 い か らで ある 。 古人

が 度量衡器具の 校正 検 定時 、 外界条件 の 影 響 を

非常に重要 視 し、自然 の 規 律 を了解 して 比 較的

良い 選 択 を した こ とが 見て 取れ る。

　 こ の 他 に 、 校正 後 の 器 具 の 変形 を防 ぐために 、

度量衡 器製造 の 材 料 に も一定の 要 求 を した 。 古

人 が選 択 し た もの は 銅 で ある 。
〈 漢書 ・律暦志 〉

の 記載 に 「凡そ度 量衡 を律す に銅 を用 い る
……

銅 は物 の 至 精 で あ り、燥湿 寒暑に もその 節 を変

ぜず 、風 雨 に 暴露 して もそ の 形 を改 めず」 とあ

る 。
つ ま り 、 銅は外 界条件 変化の 影響 を受 けず、

抗腐食性が 強 い た め、銅 を原 料 と して度 量 衡標

準器 を製造 した の で ある 。 古人 が 言 う所 の 銅は 、

往 々 に し て 青銅 即 ち銅 錫合金 を指 す 。 しか も青

銅 は 強度 と抗腐 食性 で は独 自の もの を有 して い

る 。 当然、青銅 も熱 すれ ば膨 張 し冷や せ ば縮む

が 、そ の 変化 量は 非 常 に小 さい た め 、 古 人は 知

らず に 「燥湿 寒 暑 に もそ の 節 を変ぜ ず」 と言 っ

た の で あ る。古人が 接 触 で きた何 種か の 金属の

中 か ら費用 、性 能 を考慮 し青銅 を度 量 衡製作の

原 料 と した こ とは 、最適 の 選 択で あ る 。 現存す

る 秦漢 時期 の 青銅 量 器 は 己 に 二 千年 以上 経て い

るが 、なお も完 全な形 状 を保 持 し て お り、古人

選択 の 正確 なこ とを証 明 して い る 。

三
、 歴代 度量衡の 発 展

　 中国計量史 に は 、注 目す べ き現象 が あ る。即

ち一方 で は 度量 衡 の 量値 は小 か ら大 へ と変化 し

た が 、

一
方 で は 大多数 の 王 朝 は度 量衡 の 重要性

を強調 し、全国 各地 の 度 量衡を 可 能 な 限 り統
一

しよ うと し、 こ の こ とが 中国 古代 度量 衡理論 と

制 度の 段階 的発 展 を促 進 した 。こ れ らの 特徴は 、

中国計量史 の 重 要研 究内容 を構 成 して い る 。
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　 1 ．商軼の 変法か ら秦始皇帝の 度量 衡

　　　 統
一ま で

　 古人 が 国家の カ で 度 量衡 統一を強行す るや り

か た は 、早 くも先秦時期 に 出現 し 、 其の 中で 代

表的で 影響最大 の もの は 、 秦国 の 商鞅 の 変法 〔訳

者注 ：制度 、法律 を改変す る こ と〕に 見 られ る 。

　 商鞅 （？〜紀 元前 338年） は 戦国 中期 に生 ま

れ 、 そ の
一生 の 事業は秦国 の 変法 で あ り、変法

に功 が あ っ て 、商 （現在 の 陜西 省商県東南） に

封 じられ 、商君 と称 し た の で 、 人 か らは商鞅 と

呼 ばれ た 。商鞅 は衛 国 の 人 で 、衛国国君 と同族

なの で、人 々 は衛軼 或い は公 孫鞅 とも呼ん だ。

当時衛 国 は 帝丘 を都 と した が 、帝丘 は 現在の 河

南省濮陽 西 南に 当た るの で商軼 は 濮陽人 で あ る 。

　 商鞅 の 変法以前 は 、秦 国は 西 方 に位置 し 、 経

済、政 治 と もに 劣 り、国力は 貧 弱 で あ っ た 。 当

時執政 の 秦孝公 は こ の こ とに 非 常に 不 満 で あ り、

秦国 を して 富強 た ら し め よ うと賢を 求 め る令を

下 した 。 紀 元前 361 年 、商鞅は これ を 聞 き 、 秦

国 に赴 き、其 の 変法 思想 を宣伝 し
、 秦 孝公 の 信

任 を得た 。 紀元前 359 年 、商鞅 は 孝公 の 支持 の

下 、新 し い 政 治、経済政策 を制定 し秦 国の 第
一

次変法 を開始 した 。

　 商軼 の 新 法推進 は逐 次効果 を 上 げ 、紀元前 352

年 、商鞅は 大 良造 に 封 じ られ た 。 秦国 の 爵位 の

最高は 20 級 で あ るが 、大良造 は第 16級 で あ る。

同 時 に 、大良造 は官職 で あ り地位か らみ て 中原

各諸侯 国の 相国 に相 当す る 。 然 し 、 相 国 は文官

で 軍隊 の 統 率は で きな い が
、 秦国 の 大 良造は 軍

隊の 指揮権 を も有 して い た 。 紀元前 350 年、秦

は 咸陽 に遷都 し、商鞅 は 第二 次変法 を開始 した。

第 二 次変法 は 第一次変法 を深化 させ た もの だが、

その 重要 な内容の
一

っ に度量衡 制度統一の 推 進

が ある 。

　東周 時期 、度量 衡制度は 非常 に 混乱 し 、 各 国

で は 国君 が頒 布す る 「公 量」 の 外 に 、多 く の 卿

大夫 が 「家量亅 を設 けて い た 。 孔子 は 曾 っ て感

嘆 して 「権 量 を謹 じ 、 法度 を審すれ ば、四方 の

政行 われ る 亅 と言 っ た が 、こ れ はま さに 当時 の

度 量衡制度 の 混乱 を表 し て い る 。 秦 国 も例外 で

は な く、度量制度 の 不 統
一

は 国家賦 税 の 徼 収 、

俸禄支給 に幾多 の 困 難を もた らし た
。 国家の 財

政 能力 を増 強 し 、 改革の 順調 な進行 を確保 す る

ため、商鞅 は統一
度量衡制 度推 進 を変法成 功 の

重要施策 と し て 対応 した 。 紀元 前 344 年、商鞅

自ら度量衡標 準器製造 を監督 し 、 全国 各地 に配

布 し統
一
度量衡制度 の 執行 貫徹 に努 めた。

　 商鞅が 監督製 造 した度量衡標 準器 は 現在 も存

在 し、上海 博物館に 現存す る商鞅銅 方升 がそ れ

で ある 。 方 升 の 銘文 には 、商軼 が度 量 衡製造を

監督 した事実 と方升 本体の 容積 とが 記 載され て

い る 。 商鞅方升 の 存在 は 、 度量 衡制度 の 統
一

を

推進 した こ との 歴史的証 拠 で あ る。

　 商鞅の 変法は 決 して順風 満帆で は な く、秦 国

貴族 の 多 くは 百方 手 を尽 くし て 新法 に 抵抗 し太

子 を唆 して 法 を犯 させ 新法 の 推 進 を破壊 し よ う

と し た
。 商鞅 は権貴を畏れず新 法 を堅持 し 、 保

守 勢力 を打 ち崩 し て 新法の 執行 を貫徹 した 。 彼

が制 定 した度 量衡制度は 、後の 秦 始皇統 一度量

衡 の 基礎 とな っ た 。

　紀元 前 221 年 、 秦始皇 は中国 を統一
した 。 統

一
した 国家政権 を 強固 にす る た め 、彼 は 重 大 な

施策 を採 用 したが 、其の 中の 重要 な
一

つ が 即 ち

度量衡 の 統一
で あ る。現存す る 秦国度 量衡器 の

多 くに は 秦始皇 度量衡 統
一

の 詔 書が刻 され て い

る 。 詔 書の 全 文 は次 の とお り ： 「廿 六 年 、 皇 帝尽

く天 下 諸侯 を併兼 し 、黔首 （人 民 ）大 安 、号 を

立 て て 皇帝 と為 り、乃 ち丞相 状 、綰に 詔 し 、法

度 量 則 、 壱 な らず、嫌 疑あ る者 は皆明 らか に 之

を壱 にせ よ 」。 意味 は次 の とお り ：秦 王 政二 六 年 、

秦始 皇帝は各国諸侯 を兼併 し 、 天 下を統
一

、民

衆 は安居楽業 、称号 を立 て て 皇帝 と為 り、詔書

を丞 相 の 隗状 と王 綰 に 下 して 、統
一

度量衡 の 法

令 を制 定 して 、不統 一
、不正 確 な もの を統一

、

正確 にす る よ うに命 じた 。 こ の 詔 書は 、皇帝の

身分を以 て 統
一

度量衡制 度の 推進 を全 国に 要求

した も の で あ る 。当時 の 秦朝は 六 国を併呑 した

ばか りだ が 、秦始皇 が こ の 件 を即 実施 し た こ と

か ら 、 彼 が本件 を どの くらい 重視 し て い た か が

見 て取 れ る 。
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　秦 始皇 の 統 一
度量衡 は 、元 来 商鞅 が 制定 し て

巳 に 秦国 で 百 年余実行 して きた度量衡 制度 を全

国 に 推 し進め た もの で あ る 。 戦国時代 、 七雄並

立 し、各 国が 夫 々 自己の 度量衡 体系 を有 し て い

た 。 秦始皇が六 国 を併呑後 、 こ の 状態 を認 める

こ とは当然出来 ない の で 、秦国の 度量衡制度 を

全 国 に推 し進 めた こ とは理 にか な っ て い た 、現

存す る商鞅方 升に は 、 商鞅 が 監督製造 した元 来

の 銘文 が記載 され て い るが 、 更に 秦王 政二 六年

頒布 され た 統
一

度量衡の 40 字の 詔書が 追刻 さ

れ て い る。 これ は 、該器 が 秦始皇時校 正 と批准

を経 て継 続使 用 され た こ とを表明 して い る 。 測

定 に よれ ば 、 商鞅 方升 の 計算容積は 202ml
， 秦

始 皇統 一
度量衡後製造 の 量器 の 毎 升単位量値は

約 200m1 前後 、商鞅方升 と の 差は 秦律規定の 許

容誤 差範 囲内で あ り、秦制の
一

貫性 を示 して い

る 。

　 統一度 量衡 制 度 を推進 す る過程 に あ っ て 、秦

朝は 大量 の 度量衡 標 準器 を製 造頒布 し た。 こ れ

らの 器具 は近年 広 範 に 出土 し、数 量 の 多 さだ け

で な く、分布す る地域 も広 く、秦朝 が 広大な領

域 内 で確 実 に度 量衡 の 統
一

を実現 した こ とを証

明 し て い る．

　 秦朝 は 標準器 を製 作頒 布 しただ けで な く、更

に 厳格 な管理 と校正 検定 の 制 度 を制 定 し、校正

に 不 合格 な もの に対 して 明 確 な処罰方 法 を規定

した 。 正 に こ れ ら の 要素に よ り 、 秦 国 の 度量 衡

制作 、 管理 、 校正 検定制度は 当時 の 最 も完備 さ

れ た 制度 とな っ た の で あ る ．

　 秦 王 朝 は短命 に終 わ っ た が 、秦始 皇 の 統
一

度

量衡 の 施策は 後世 に 深遠な影 響 を与 え た 。 其 の

中で 最 も直接 的 な もの は、漢代度 量衡制度 に対

す る影 響で あ る。

　 2 ．漢代 の度 量衡制度

　漢代 （西 漢、新莽、東漢を含む ）の 歴 史は 400

年余 、そ の 典章制度 の 殆 どは秦制 の 継続 と発展

で あ る 。 漢 が 秦制 を継承 した こ とは 、史学 界が

公 認 し て お り 、 度 量 衡 も例外 で は な い
。 劉 邦 は

漢 朝創 建 後、未決 事項 の 実施 を計画 し、度 量衡

制度 の 確 立 が 当務 の 急 で あ る と、律算 家 張蒼に

「暦法及 び度 量衡程 式 を定 め よ」 と命 じた 。 張

蒼は秦朝で 御史を勤め 、秦制 を熟知 して い た の

で 、直 ちに秦制 を基礎 と し て 漢代 の 度 量衡 制度

を確 立 した 。 こ の よ うに 、漢 初の 度量衡器 は 、

単位名称 、 単位量値は 無論 、器物の 形 も含 め全

て 秦制 を踏襲 した 。 出土 した秦漢 度量衡器 を分

析 し た結果 、 漢代度 量衡制 は 秦制 の 承 継で あ る

こ とが 明 らか で ある 。 漢代 の 度量衡制度は こ の

よ うな基 礎か ら発 展 して い っ た 。

度 量衡器 の 管理 上 か らは、漢 代 は秦 に 比 べ 変化

して い る 。 漢代 は度 量衡器 に 対 し部 門別管理 を

実行 した 。
〈 漢 書 ・律暦 志 〉 の 記 載は 次 の とお

り ： 「度 は ……職 は 内官に在 り、廷尉 之 を掌す」

「量 は ……職は 太倉に在 り、大司農之 を掌す亅

「衡権は ……職 は 大行 に 在 り、鴻臚 之 を掌す亅。

即 ち漢 代に 在 っ て は 、度 量衡 三者 は別 々 の 政府

部 門 で 管理 され て い た。出土器 物 で漢 代の 量器

に は其 の 多 くに 「大 司農 ……
」 の 銘 文が あ り 、

こ れ らの 量器 は
一

般 に製 作 も綺 麗 で 量値 も精確

で あ り、中央 で 統一
して 制作 し各 地 に頒布 した

標 準量器 で ある こ とは 明 らか で あ る 。

　 銘 文の 内容 も漢代度 量衡で は些 か の 発 展 をみ

せ て い る。例 えば光和 大司 農銅 斛 に は 「大 司農

……
」の 字 の み な らず 、器 物の 検定時間、方法 、

政令及 び 制度 監督、製造監 督、製作者 等各級 官

吏人 名が
一一

器 上 に刻 され 、 該器 の 権威性 と法

制性 を 強め て い る 。

一
般 的 に 言 っ て 秦量 に は 単

に 秦 始皇詔 書又 は 二 世詔 書が 再 加刻 され て い る

だ け だ が 、漢代量 器 上 の 刻銘 に は 定格が 無 く、

あ る物 に は製造年代 、来歴 、質量 、容量 と製造

工 匠名 が 、あ る物 に は 該器 の 製造 を監督 した各

級官 吏名 が 、新莽時期 の 各器 に は器 の 尺 度 と計

算容 積 が 、それぞれ刻 まれ て い る 。 漢代度量衡

器 上の 銘文 は 秦代 に 比 しよ り多 く の 消息 を提供

して い る 。

　 度量衡基 準の 選択 で も漢代 に は変化 が生 じて

い る 。
〈 漢 書 ・

食貨志 〉 に
一種 の 基準が記載 さ

れ て い る ： 「黄金 方寸而 して重 さ
一

斤」 こ れ は金

属 の 比 重 を利用 し て 度量衡基 準 を確定す る方法
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で あ り 、 黄金 と い う物質 を通 じて長 さ と質量 を

統
一

して い る 。 当時 に あ っ て は 、 先進的 方法 で

あ っ た こ とは疑 い の 余地 も無い
。

　秦代 は 度量衡 を統
一

し 、上 下関連の 単位 制 を

形 成 した とは言 え、度量衡理論 上で は、系統 を

整理 した形 で の 成文化 は して い なか っ た 。 中国

古代度量衡理論 体系 の 最終形成 時期 は漢 代で あ

り 、 こ の 体 系の 完成者 は 西漢 末年の 劉敵 で あ る。

　西 漢末年 、
王 莽が 権力 を握 り 、 漢朝に 取 っ て

代 わ る輿論を興すた め に古 に帰 る制度改 革 を手

段 に しよ うと、劉敵 を主導者に 指名 して 当時の

天 文、音律 に通 暁 した学識者 百余人 を集 め 、歴

代 度量衡制度 を校訂 し、大規模 な度量衡 制度 改

革 を実施 した 。 この 改革は数年か けて 二 つ の 成

果 をみ た ：
一

つ は 中国古代度量衡 の 最 も系統だ

っ て 権威あ る理 論体系 を形 成 した こ と、も う
一

つ は そ の 理 論 に 基づ い て い くつ か の 度量 衡標 準

器 を製作 し、こ の 改革 に実物 の 根 拠 を提 供 した

こ とで ある。

　劉敵 の 度量 衡理 論 は現在で も存在 し て い る 。

歴 史上 、劉歃 の 政治人 と し て の 人格 は常 に 人 に

批 判 されて い る。彼 は王 莽 の 国師で あ り、紂 を

助 けて 悪逆 を為 し 〔訳者注 ： 紂 は 商王 朝最後 の

王 、酒 池 肉林 で知 られ る暴君 〕、最後 に は 王 莽 に

叛 乱 を企み 事敗れ て 身 を 亡 ぼ した が 、 彼 の 度量

衡 理 論 は後世 の 人 々 に共通 して認 め られ て い る 。

〈 漢書 ・律暦志 〉 は 度量衡理 論を 記述する 時、

人 に よ っ て 言 を廃せ ず 、 劉猷 の 学説 に対 し客観

的態度 で 臨み 、「之を言 うに 最 も詳 し い 」 と認 め、

「そ の 偽辞 を除き、正 義 を取 っ て 篇 を著す 」 の

方 法 を採用 し 、彼 の 王 莽 に対す る阿諛追 従の 言

を除い て 、そ の 理論本 体 を記載 した。劉歌理 論

の 具体 的内容 は 第二 章 3 節 「古人 の 度 量衡基準

の 選 択」 で 触れ て い る の で 、 こ こ で は再 述 しな

い
。

　劉飮が監督製造 し た度量衡器 は、〈 漢 書 〉 の

記述 に よれ ば、以 下 の 数種類 で ある。

度器 2 種 。

一
っ は銅 丈で あ り、長 さ 1 丈、巾 2

寸 、 厚 さ 1 寸 、 こ れ を以 て 分 、寸 、尺 、 丈 四度

を規 定す る。 も う
一

っ は引 （竹 制巻尺） で 、長

さ 10 丈 、巾 6 分、厚 さ 正分 、 長 距離測 量 に用 い

る 。

量器 1 種 。 五 量 を
一

つ に 合 わせ 、青銅 で 製造 。

主 体 を斛 と し、下部 を斗、左 耳 を升、右 耳の 上

を合 、下を龠 とす る。斛 、斗 、升 、合 、龠 の 5

種の 量制を表す 。

権器 5 種 。 銅或 い は 鉄で 製造 。 円環状 で 環 の 孔

径 は そ の 外径 の 1／3、銖、両、斤 、 鈞 、 石 の 5

種の 権制を表す 。

衡器 少 な く とも 1 種 。 銅 或い は鉄 製で 、今の 秤

の 横梁に類似 し衡器 の 作用 をす る。

　 こ れ らの 標 準器 に は 、み な王 莽度量衡 統
一

の

81 字 の 詔文が刻 され 、王 莽が 「号 を正 した 」 始

建国 元年 （西 暦 9 年）正 式 に頒布 され た こ と を

示 して い る 。 王 莽詔書中に 「初 め て 天 下に 班 し、

万 国永 く遵守 せ よ 」 の 文 字 が あ るが 、 こ れ は標

準器 が 初め て頒布 され 、各郡国 に施 行 を命 じた

意味 で あ る 。 西漢末年郡 国数は 103 あ り、 これ

ら標 準器 は各 種少な くとも百個 以上作 られ た こ

とが 知 れ る 。数 は 多い が 、光陰矢 の 如 く、滄海

変 じ て 桑 田 とな り 〔訳者注 ： 世 の 中の 変 化 の 激

しい こ との 比喩〕、今 日まで伝 わ っ て い る もの は

稀で あ る。台 北の 故宮博物 院 に現存 す る新 莽嘉

量 は 、其 の 中の 一
つ で あ り 、 値段 を付 け る 事 も

出来 な い 宝 と言 え る 。

　出 土文 物か ら見 る と 、 そ の 他 の 様 式 の 度量 衡

器 に も王 莽度量衡統一
の 詔 書が 刻 され て い る。

こ れ ら の 器物 は く漢 書 〉 に は 記載 され て い ない

が 、計量史 か らみる とや は り貴重 な もの で あ る。

　王 莽の 度量衡 を統一 し て 標 準器 を頒布 し た こ

とは 、各地 に 旧器 を廃 棄 し新器 を用 い よ と迫 っ

た こ とを意味す る。 よ っ て 王 莽新朝 の 後 を継 い

だ東漢 王 朝に は 、王 莽の 制を継承 する 以外 の 選

択 肢 は 無 か っ た 。 史書 に東漢 の 度量衡 関連 の 記

述が 乏 しい の も、原 因は、完全 に 王 莽 の それ を

継 承 し 、 自己 の 創 造 と発展 が 欠乏 し て い たか ら

で ある。其 の 他 に、東漢 で は 度量衡統一
に 対す

る重視度合 い も新莽王 朝に は及 ばなか っ た。＜ 後

漢書 ・第五 倫伝 〉 の 記載 に よれ ば 、第五 倫が 長

安 で 鋳 銭 及 び 市場 の 諸 務 を管 理 し て い た時 、
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「銓衡を平 らに し、斗斛 を正 し、市に阿枉 （不

正 ）無 し、百姓 （民衆）悦 こ んで 服す」 とあ る。

当時度量 衡制度は 混乱 して お り 、 第五 倫が度量

衡を正 した の で 、 民衆 の 擁護 を得 た こ とが判 る。

こ こ か らも東漢の 度量衡 制度 の 重視 度が 新莽 に

及ば ない こ とが 説明 で きる 。 重視 しな い だけで

な く 、創造する 意図 も無 く、全 面的 に新莽の 度

量衡 を踏襲 した だ けで ある。

　 3 ．度量衡大小 制の 形 成

　三 国鼎立時 代、度 量衡制度 は 基本的 に 前代 を

踏襲 し、大 き な変化 は 無か っ た 。

　両 晋南北朝 は 中国歴 史上 の 動 乱時期 で 、国家

は分 裂状態 に あ り、政 権更迭 が 頻繁 で あ っ た。

こ の よ うな社 会背景 下 で は 、 統一 され た 度量 衡

制度 は 存在せ ず、中国 度量 衡 の 発 展 は 混 乱時期

に突入 し、度 量衡 量値 の 急激 な増長局 面 が 出 現

した 。

　呉 承 洛 の 研 究 に よれ ば 、 中国古代度量 衡量 値

の 増長 巾の 変化 は 、王 莽 の 新朝か ら、大体三 っ

の 時 期に 区分 で き る 。 彼 の 説 の 要 旨は 次 の とお

り ：「新 莽よ り始 ま り、中国度量 衡増 率の 変化 は、

三期に 区分 され る ： 後漢
一

代の 度量衡 制度は莽

制 を 継 ぎ所 有量 の 変化 は無 か っ た
一

こ れ が変化

第
一

期 ；南北朝 の 世、政治 は貪汚 、人は虚偽 が

習 い とな り、代 が 変わ る と前代 の 器 量 を勝手 に

2 倍 、3 倍 に し、南北 朝の 変化紊乱状 況を形成 し 、

隋 に 至 っ て 止 ん だ一 これ が 変化第 二 期 ；唐以 後

制度 定 ま り、略
一

致 し、変化 もあま り多 くない

一唐 よ り清 まで が 変 化第三 期」 （〈 中国度量衡

史 〉 ）。

　呉承洛 は 更 に度 量衡三者 単位量値の 各 時期の

具体 的増長幅 を分析 して い る 。 尺 度か ら言 え ば、

上述 の 変化第
一

期 で は 、単位量値 の 増長 幅は約

5％ 、 第 二 期 は 25％ に達 し、第 三 期は約 10％。

三期 累計 の 増長幅 は 約 40％で ある 。 量器 で 言 え

ば、量値 の 増長 幅 は更に 大 き い
。 第

一
期 の 増長

率約 3％、第 二 期 は 200％ の 高 き に達 し、第三 期

も略 同様 、 累計増長率は 約 400％ で あ る。 権衡

器 単位量 値の 増長 幅 は 度、量 の 中間 で あ る。 第

一
期 で は権衡単位量値 は基 本的 に は 変化 は 無 く、

第 二 期 は 増長 200％、第三 期 も基 本的に は なん

の 変化 も無い 。 呉 承洛が 得 た こ れ らの 数値 は 、

度量衡 器 物の 出土が増加 す れ ば 、 あ る種変化 の

可能性 もあ る が
、 彼 が 描述 した 度量衡量値 変化

の 歴 史過程が正 しい こ とは疑 う余地 も無い
。

　上 述の 三 時期 中、南北朝 時期 の 度量衡 量値 が

最 も不安 定で 増長 幅 も最大 で ある 。 こ の よ うな

局 面 に な っ た 原 因 は 科学に あ る の で は な い 。 南

北朝時期 の 度量衡 科学 は長 足 な進 歩 を見せ て い

る。例え ば劉徽が 「割 円術 」 を発 明 し
、 円周 率

を 計算す る方法 を探 し 出 し た 。円周 率 は度 量衡

設 計 に不 可欠 な鍵 とな る数 値で あ り、こ の 発 明

は 度量衡 技術 に と っ て 非常 に重 要 な もの で あ る。

劉徽は 更 に彼 が得 た 円周率 （3．14） を用 い て 魏

大司 農斛 と新莽銅 斛 を測定 、計算 し て 精確 な数

値を 得 て 、莽斛 が魏 斛の 9 斗 7 升 4 合 強で ある

こ と をっ き とめ た。又 、祖 冲之 は更 に小数 点以

下 6 位 の 精確 な 円周率 を求 め て 新莽銅嘉 量銘 文

記 載 の 寸 法 を考 察 し、劉敵 の 計算 上の 間 違 い を

指摘 し 、新た に 小数 点 6 位 ま で の 精確 な直径 数

値 を計算 した。西晋泰始十 年 （274 年） に は 、

苟勣が 命 を受 けて 太楽 を校 正 し、古籍古器 の 研

究 を通 じ て 、後漢 か ら魏 に 至 っ て 、尺 度 が 4 分

有余増長 した こ とを発 見 した 。 彼 は こ の 発 見 を

基 に 律尺 を制訂 し 、当時 の 人 々 の 賞賛 を受 け た 。

其 の 外 、梁武 帝は 音律 に通 暁 し、古器 校 正 を採

用 し、積 毫累 黍の 法 で新 制 を 定め た 。 類似 の 例

は枚挙 に 暇 が 無 い
。 以 上 の こ とは 魏晋南北朝時

期に は 度量 衡科学が 発展 を 続 け て い た こ とを示

し て い る 。 従 っ て 、度 量衡制 度 の 混 乱 は 当時の

科学 とは 無関係で あ る。

　南北朝時期 、中国 大地に 長期 的な南北 政権 対

峙 の 局面 が 生 じた。
一

般 的 に言 っ て 、南 朝度量

衡 は 基本 的に 安定 を保持 して い たが 、 北 朝は 急

激 な増長趨勢を 呈 し 、
「南 の 人が 北に行 くと 、

一

升枡 を見 て
一

斗枡 と思 う」 現象が 生 じた。そ こ

で 、こ の 時期 の 中国度量衡 量値 の 急激 な変化の

原 因 を探 求す るに は、北朝 の 政 治、経済 状況か

ら着 手 し なけれ ばな らない 。
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　 北朝の 主 要 王朝 は北魏 で あ る 。 北魏 統治者 は

経 済文化の 劣 る遊 牧民族 の 出身で 、 西 晋時 、 北

魏社 会は まだ 奴隷 制社会 に停留 し 、 中原 に進入

してや っ と封建制 に 転化 した 。 北魏政権は建制

立法 に は力 を入 れ なか っ た。建 国後相 当長期間 、

官吏に対 し俸禄制 を実行せず、賄賂威嚇 に 任せ 、

政治 の 腐敗 は極 に達 して い た 。 更 に官府は人 民

か ら高額な税賦 を徴収 し 、 徴税額 が不 足 し た場

合 は厳 し い 懲罰 を与 え る と規定 し た。各級官 吏

は 税賦 を 多額 に 取 るた め 、上 官 に取 り入 り職権

を乱用 し て 、自分 の 懐 を暖 めた 。 これ に加 えて

度量衡 に対 し厳 格 な管理 制度 も無 く、鮮卑貴族

と漢族 官 吏 、 地 主が
一

体 とな り、任意 に 大尺、

斗 、 秤 を加 え恣意 を淫 らに し、人民 を迫 害 して

も、処罰 を受 け なか っ た 。健 全 な法制 が無 い こ

とが 当時の 度量 衡量値 急激増長 の 主要原 因 で あ

る 。 歴 代 の 学者 が北 魏度量衡 混乱状況 を討論す

る際 、 当時の 政治腐敗 と官吏 の 貪欲 に よ る と言

わない 者が い ない ほ どで ある 。

　 経済状況 か ら見て 、魏 晋南北朝 は 中国歴史 上

自然経済 が絶 対優勢 を 占める時期 で あ る 。 自然

経済 は地 区間の 封鎖 と割 拠状態 を容易に 造成 し、

法制の 弛緩 を招 き、本来 統一す べ き度量衡制度

も各 自為政 の 状 態に 陥れ て しま う。 こ の こ とも

当時の 度量衡制度混 乱原因 の
一

つ で あ る。

　 南北朝時代 は 隋に よ っ て 終息 した。隋は 南北

統 一を実現 した だけ で な く、開皇年間 に度 量衡

も統一
した 。 隋 王 朝 は北周 の 基礎 の 上 に建 立 さ

れ た 。 そ の た め 、隋朝が 度量衡 を統 一す る時は 、

北周度 量衡量 値 が 巳 に増大 して い た 事 実を考 慮

しな い 訳に は い かず 、隋朝 の 統一度 量衡 は 、実

質的に は 当時の 度量 衡制度 の 認 容 で あ り、そ れ

の 法 定化で あ る 。 こ の た め 、 隋初の 度量衡制 度

をい わ ゆ る秦漢 古制 と比 較す る と、量値が 大 き

くな っ て い る 。
〈 隋書 ・律暦 志 〉 に 日 く ： 「開 皇

古斗三 升 を 以て
一

升 と為 し……古秤 三 斤 を以 て

一
斤 と為す」。 尺度 は北周 市尺 を採 用 し、現在の

約 29．・6cm に 相 当 し 、 新莽銅斛尺 と 比 べ る と

6．・5cm 長 くな っ て い る 。 こ れ が隋初 開皇年間 制

定 の 度量衡制度で あ る 。 こ の 制度は 当時の 社会

実体に 符合 し、 これ に加 えて 管理 も厳 格 で あ っ

た の で 、有効 に施行 され た 。 大業三 年 （607 年 ）

隋煬 帝 は度 量衡を古制に 恢復せ よ と令 を下 した

が
、 実体 と合わ ず 、 民間 も隋 朝前期制 度 を利用

して い た の で 通 用 もせ ず 、隋煬帝 の 改制は 流産

して しま っ た。隋唐以降 、執行 の 大体は 隋初の

制度 で ある。

　 度量衡が 再 度統
一

され 、経 済発 展、社会 進歩

に 有利 に 働 い た が 、同時 に 新 た な 問題 も 生 じ

た ： 新度量 衡制度は ある種 の 科学技術測量数値

の
一

貫性保 持 に は不利 とな っ た 。 例 えば楽律に

尺 を用 い る 時、 も し隋初の 尺 度を採用 す る と、

「黄鐘律管 九寸」 の 説 は成立 不能 とな り、之 を

以 て 礼 を制 し楽を作 ると、必 然的 に八 音 不 和 と

な り 、 楽律が 間違 っ て しま う。 更に 天 文 用 尺 で

は 、伝統上 各節気 に 対 し相応 の 日影 の 長 さが 記

述 して あ る が 、も し も新制 を採 用す る と 、 巳 に

あ る数値 と完全 に 符合せ ず 、暦 法制 定 に不 利 に

な るだ けで な く、儒家の 「天 変 らず道亦 変 らず」

の 信条に も違反 し て しま う。 又 医 薬 の 調 合で 同

じ使用分 量で は、秦漢 古制 な ら病が治 る の に 、

隋初新制 で は人 を死地に 置 く こ とに な りか ね な

い 。 こ の よ うな局 面は 当然避 け なけ れ ば な らな

い 。古人 が こ れ に対 し取 っ た 解決 方 法 は 、異 な

る度 量衡制度 の 実行で あ り、楽律 の 調整 、 日影

の 測 定、薬 の 調合及 び冠 礼服制作 時は 、秦 漢古

制 を用 い 、そ の 他の 方 面で は 、当時の 制度 を採

用 し 、 こ こ に所謂 大小制 が形成 された。

　度量衡 大 小制 の 発生は西晋 か ら始 まる 。 苟劭

が楽律 を 校正 して 古尺 を求 め た こ とは 、 民 間で

用 い る尺 とは 已に 不
一

致 で あ っ た こ とを示 して

い る。後 に、祖冲 之が 前代 の 尺 度 を研 究 して 、

苟勣の 律尺 が 古制 と符合 し、之 を 以て 日影 を測

り、暦法 を定 め た こ とを認 め た が 、こ の こ とは

南北朝時 代量 天 尺 と 日常用尺 の 不
一

致 の 典型的

例で ある 。 実際上、西晋か ら始 ま っ て 、 改朝換

代の 度に 楽律 の 校 正 、暦法 の 定 めに は必 ず古器

を求 めた こ とは 、 人 々 が度量衡に は 大小 制の 区

別 が ある こ とを充分認 識 し て い た を示す もの で

あ る 。 隋朝に 至 り、文帝が度量衡 を統
一

したが 、
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目影 の 測 定 は 南朝小 尺 を用 い 、官民 日常用尺 は

北方大尺 を採用 と明文 で 規 定 し、度量衡大小 制

の 使用 を肯定 した 。 唐 朝で は、度量衡 大小制 を

〈六 典 〉 に記載 して そ の 法律地位を確立 した 。

こ こ か ら、度 量衡 大小 制は
一

種 の 法 定制度 とな

り 、 正 式 に 中国の 歴史舞台 に登場 した。

　 4 ．唐宋以 降の 度量衡の 変遷

　隋 朝の 存在 期 間は 極 めて 短 く、隋末農民戦争

の 攻 防 を経 て 、新 興 の 唐王 朝が 再び 中国 を統
一

した 。

　唐代 の 度量衡制度は基本 的 に は隋制 を継承 し

た。各種 資料を 総合する と、唐朝の
一

尺 は 現在

の 約 30cm 前後 、
一

升は約 600m1 ，
一

斤 は約 661g 。

一方 で は 、度 量衡制 度は唐 代 で 変化 が み られ た

が 、 主要 な もの は質 量の 進 位 制で あ る、秦漢 以

来 、 長 さと容 量 は基 本的 に十進制 で あ っ たが 、

質量 単位 は 非十進制 で あ り進 率 も
一

律で は なか

っ た 。
こ れ が、唐 初鋳た 「開元 通宝」 銭 を契機

に 改善 され た 。
い わ ゆ る 「開元 通 宝」 は新紀 元

を 開 き宝貨 を通 用 させ る意 味で 、唐 玄宗 の 開元

年 号 （713 〜741 年 ） とは 関係 無 い
。

「開元 通 宝］

銭 が始 め て 鋳 られ た の は、唐武徳 四年 （621 年）、

銭 の 直径 は 8 分 、質量 2 銖 4 累。伝 統的な両 と

銖の 進率規定は 、 1 両 は 24銖、2 銖 4 累は 丁 度

1 両 の 1／10、 即 ち 10枚の 「開元通 宝」銭 の 質量

が 1 両に 当 た る。 10 枚銭 を 1 両 とす る方 が 24

銖 を 1 両 とす る よ り計算に も便利で あ り、 しか

も銭 を 質量 単位 にすれ ば 、そ の 標 準 は 随所 で得

られ るの で 、「開元通宝」 の 通用 に伴 っ て 、唐代

に 新 た な質量 単位一 銭 が 出 現 した 。 銭 と い う

単位 の 出現 は 、質量 単位 に 十進法 が 出現 した こ

とで あ り、更 に利 用 され るよ うに な っ た。

　 唐代 度量衡 で 最 も価値 あ る もの と され て い る

の は そ の 管理 制度 で ある 。 唐 代は 厳格 な度 量衡

法律条文 を 制定 し 、 度量 衡を 毎年定期検定 し印

署 して か ら使 用す べ し、 と規 定 した 。 も し検定

を執 行す る人員 が 不正 をな し、又 私 に 作る 者、

標 準に 合 わぬ もの を使用す る者、或 い は検 定合

格 で も未 だ官印 を令 して い ない もの に は、均 し

く罪 を課 した 。 検定 を 監督す る 官員 で察 知 しな

い 者、情を か け る者に も罪を課 した 。 度量 衡の

主管機 構 は、中央 に あ っ て は財 貨、貿易 を主管

す る 太府 寺で あ り 、 地方で は州 県政府 で ある 。

度量 衡検定の 時 は毎年八 月 と定め 、 都に あ る も

の は太府 寺に 送 り、その ほ か に あるもの は所在

の 州 県官府 に 送 り校 正 し た
。 唐 朝 の 度 量衡管理

の 各項規定は 相 当に 完備 して い た 。 こ の ため 、

後世 の 宋、明 、清各代は唐律を 参照 して 自己 の

度量衡律 令 を制 定 した 。 唐制 の 重要性 は こ こ か

らも窺え る。

　五 代 十 国 の 世 、天 下 は混乱 し た
。 度 量衡の 管

理 、制 作を顧 み る暇 も無 くな り 、

一切 の 制度 に

唐制 を踏襲 した こ とは 、自然 の 成 り行 き で あ る 。

其 の 中で 比 較的 重要 な
一

件 は後 周 王 朴 が 累黍

造尺 の 方法 で 音律 を定 め た こ とで あ る 。 王朴 律

準尺 は 新莽尺 に 比 べ 2 分 強長 く、度量衡 制の 小

制 に 属す る。 当時 の 動 乱社 会 に あ っ て 、王 朴 が

累黍 の 方 法で 律 を定 め た こ とは 、度 量衡 史に 記

録す る価値が ある。

　 宋 王 朝 は 強盛な 国家 とは 算 え られ ない が 、宋

朝 の 社会 経済 と科学技 術は 比 較 的発 達 し た
。 度

量衡 方面 で も改善 が 見 られた 。質量単位 の 進位

制 で、宋 代 に 唐代 の 最 小十進単位 「銭］ の 下 に

十進 位制 の 分、厘 、毫、絲、忽 を増設 した 。 長

さ の 単位 を衡 制 に移 した こ とは宋 代の 創 造の 一

つ で あ る 。
こ れ 以後 、 質量 単位 は 旧制 の 16 両 を

1 斤 、 120 斤 を 1 石 とす る以 外 は 、全 て 10 進位

制 を採用 した 。

　 量器 の 形 と進位制 に も 、 宋代に 改善が 見 られ

た 。 秦漢 銅斛 は
一

般的 に 円柱形 で 、隋唐以降容

量 が増大 し、そ の 直径 も相応 に 増大 した た め上

の 口 が 過大 に な り、取 り扱 い 難 くか つ 検 定 もや

り難 か っ た。これ を、南宋 時期 に 方錐形 に改 め 、

上 の 口 を小 さく、下 の 底 を大 きく した。 こ の 形

の 量器 は方錐形 の た め 、 各辺 の 測定 は 円柱形 の

内径測 定 よ り容易 で あ り、「度数 を以て 其 の 容

を 審す」 を満 足 させ る もの で あ る 。 其 の 上 、上

の 口 が 小 さい の で 検 定 も容 易 に な り測 定時 の 誤

魔 化 し も少 な くな っ た 。 こ の よ うな長所 の た め、
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元 、 明、清等後 世王 朝 もこ の 形式 を踏襲 した 。

　唐以 前の 斛量 は 10 斗 を標 準 と したが 、斛 は五

量 中量 値最大で あ る 。 南北朝以 来 、 量値 が増加

し古制 の 三 倍 とな り 、

一
斛に盛る穀物は 重 くな

り、使用 に 不便 とな っ た 。更 に 古籍中記載の 容

量 単位 に石 が あ り、石 と斛が 往 々 に して 混 同 さ

れ た 。 これ に 鑑み 宋 代に 斛形 を改 めた の で 、そ

の 制度も改 め斛 の 進 率 を 5斗 、 石 の 進 率を 10 斗 、

1 石 を 2 斛 とした 。 こ の よ うに解 、石 の 関係 を

明確に し 、斛の 大 きさも実用 的に し た の で 、こ

の 改革 も後 世に 受け継がれた 。

　宋代度量衡の 発 展 に 大 き な出 来事が あ っ た 。

即 ち少量 を精確 に量 る戰子秤 （精密竿秤 ）の 発

明で ある 。 北宋建 国の 初 め 、度 量衡統
一

は 頗 る

重視 され 、宋太祖 は 統一の 度 量権 衡 を制 作頒布

せ よ との 詔 を何 度 も下 し た
。 淳化三 年 （992 年）

宋 太祖 は 又 「詳 し く称法 を定 め、著 し て 通規 と

せ よ」 の 詔 令 を発布 した 。 国家度 量衡器 管理 の

責任官員 劉永珪 は命 を受 けて 、 国 庫所有の 各種

権衡器具 を整理 し 、 太府寺 〔訳者注 ： 日本 の 財

務 省に相 当す る官庁 〕所有 の 天 秤 、分銅 の 質量

を量 る範囲 が 1 銭 か ら 10 斤 まで の 51件で あ る

こ と を 見付 け、外府が 毎年受け る黄金 貢賦は 、

毫厘 も量 らね ば な らな い の に 、 太 府寺 分銅 の 殆

どが そ の 範 囲の 標 準 を備 えず 、使 用 中混乱 が起

き、紛争 、訴訟 が 生 じ て い た。 こ の 問題 を解決

す るた め 、劉承珪 は校正 検 定 を繰 り返 し、2 種

の 小型精密 竿秤 を創 制 し 、小 質量精密 測定 の 国

家標準器 と した 。

　劉承珪創制 の こ の 2 種の 精密竿秤 の 体系 は ；

一
つ は 最大 量値 を 1 銭半 、分度値 を 1 厘 と し、

厘 、分 、銭、両の 10 進位制 ； も う
一

つ は最大量

値 を 1 両、分度値 を 1 累 と し、1 両が 24 銖、 1

銖 が 10 累の 進位制 で あ る。 こ れ ら精密竿 秤 は 、

異 なる進位制の 少 量 を量 る需 要 を満足 させ る も

の で あ っ た 。
こ の 外 、 劉承 珪 は 1 両 の 精密竿秤

を用 い て 淳化年間製造の 銅銭 を量 り、
一

枚 の 質

量 2 銖 4 累の もの を 2400 枚選び 、合わ せ て 15

斤 の 標準 と し、こ れ を基に最大量 15 斤 の 標 準秤

を製作 した 。 これ ら標準 か らい くつ か の 分銅 を

鋳造 して 、太府 寺に置 き、又全国各 地に頒布 し

た 。 〈 宋 史 ・律暦 志 〉 に こ の 権衡標 準の 作成 以

降 、「奸 弊指す所 無 く、中外以 て便 と為す 亅 とあ

る 。 後世 、
こ の 精密竿秤は 、 製造も簡単 、 使用

に 便利、量 る量 も精確なた め 、市場に深 く受 け

入 れ られ 、商人 に も歓迎 され 、金 銀 、薬 物等貴

重 品 を量 る専用器 具 と して 千年近 く愛用 され 、

古代中国精密計量 の 発展 に 多大 の 貢献を した 。

　宋 と並 存 した 遼、金 、 夏等 の 少数 民族 政権 の

度量衡情勢 は 不 詳で あ るが 、大体宋朝 と相似 の

もの とされ て い る。

　 元 代度 量衡 は 史書 の 記載 が非常に 少 な く、そ

の 所用 の 器 は宋制の 模倣 と推測 され て い る 。 量

制 の 自然増 長 は免れ ぬ 所 で あ るが 、その 具体 的

な幅 を探 し出す こ とは困難 で あ る。 元 尺 は今 に

至 る も出土 し て お らず 、史籍 に も明確 な記載が

無 く、そ の 詳細 を知 る こ とは難 し い 。元 代量器

も出土 して い ない が 、但 し 〈 元 史 ・食 貨 志 〉 に

「其の 米 を輸す に 、宋斗斛 を用 い る を止 め、蓋

し宋 一
石 を以 て 当今 の 七 斗に 当たる也 亅とあ る 。

こ の こ とは 元 代 量値 は 宋 に 比 し増長 して い る こ

とを示 し、宋代 の 1升 は現在 の 585m1 な の で 、

元 代 1升は 大体現在 の 836ml と推測 され る 。 度 、

量 に 比 べ 元 代権器 は 大量 に伝世 して い る 。 こ れ

ら権器 は量 値上 明 らか な倍 比 関係 は 無 く、ある

権に は 「× × 斤秤 、 × x 錘」 の 文 字 が 刻 され て

い る。 こ れ か ら現存 す る元代 権は皆竿 秤 の 錘 で

あ り、又 劉承珪 の 精密 竿秤 の 伝 統 を継承 し、定

量秤 、定量錘 の 方 向に発 展 を始 めた こ とが 判 る 。

元 代錘 の 大量 な伝世 は 元 代 商品経 済発 達 の 実物

証拠 で あ る 。 但 し定量秤錘 の 誤差 は か な り大 き

く、元 代権衡の 単位量値は 、 自重 の 銘 文 があ る

銀 錠 を 借 りて推算す る と、元 代 の 1 斤 は 現在の

633g に 当た る 。

　 明朝 は度 量衡 に対 し相 当の 関心 を寄せ 、洪武

か ら嘉靖 （1368 〜 1566 年） まで の 約 200 年間 、

度量衡 の 関連法令 を 17 回 発 布 して い る 。 明代に

は 資本主 義 が 已 に 萌芽 し、度量 衡に も変化 が 生

じ、営造尺 、量 地尺 、裁衣 尺 の 三 系統が 出現 し

た。営造尺 は長 さ 32cm，量地尺 は 32．　6cm、裁衣
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尺 は鈔 尺 とも呼 び洪 武八 年 （1375年）発 行の 「大

明宝鈔」紙幣の長 さ と一
致 し 34cmで あ る。量器

で は斛 、 斗、升 等が あ り、衡器 に は竿秤 、天 秤、

精密 竿秤等 が あ っ て 、何 れ も中央政府が標準器

を頒布 しそ の 制度は 相 当完備 した もの で あ っ た 。

　清 朝は 中国歴 史上最後の 封建王 朝で あ り、 度

量 衡発 展 も古代 度量衡科 学の 頂点 に 達 したが、

主要 な もの は度 量衡基 準の 選択 と制作面 で あ る。

清朝 の 康 煕帝 は 伝統 的礼教 、 典章制度 を重 ん じ

て い た 。 康熙五 十 二 年 （1713 年）彼 は音律 に 精

通 した 士 を 組織 して 、〈 律呂正 義 〉 を編集 し 、

累黍定律 を重 申 した 。清 朝尺度 は秦漢 時 に比 し

増長 し て お り、累黍 の 結 果を古制 と合 わ せ 、又

当時 用 い た尺 に
一致 させ るた め、〈 律 呂正 義 〉

は 縦横異な る累 黍方式 を巧妙 に採用 し、清営 造

尺 と律尺 の 比 例 関係 を得 た ： 「黍 を縦 （長径 ）に

百 粒 並 べ 十寸 を 得、黍を横 （短 径 ）に 百 粒並 べ

人 寸 一
分 に 当 た る。 ……横黍 の 度 を以 て 縦黍 の

度 と比 せ ば 、即 ち古尺 の 今 尺 との 比 な り」。 こ こ

で 言 う古尺 は 律 尺 を指す。 つ ま り、縦 黍百 粒 は

当時 の 営造尺 尺 長 （32cm）、横黍 百 粒は 律尺 尺長

（25．92cm）で 律尺 1 尺 は 営造 尺の 8 寸 1 分 と折

り合 う。黄鐘 管長 は律尺 の 9 寸で あ り、清代 黄

鐘管長 は 古尺 の 1 尺 （23cm） で ある。尺 度 が確

定すれ ば、量器 の 容積 も体積 を規定す る こ とで

確定 で き、分銅 の 質量 も比 重 を規定す る こ と で

確 定で きる。康 熙が 「欽 定」 した く 数 理 精蘊 〉

中に 、度量衡 表 が あ り、具体的 に金 、銀 、銅、

鉛 等金 属 の 毎立 方寸 の 質量及 び 升 、 斗 、斛 、石

の 容積 の 具 体的 方寸数 を示 して い る 。 こ の 方法

は度 量衡三 者 で 相 互 校正 し て 相応す る 制度を建

て る こ とで あ り、漢代以 来の 度量 衡科 学の 継承

と発展 で あ る 。 金 属比 重 で 質 量基準 を確定す る

方法 は 、 粟米 を参 考に し て 校 正 す る よ り科学的

で あ る 。 こ の 方法 で は 金属純 度が そ の 精確度に

影響す る問題 が あ るが
、 当時 の 測 定か らみれ ば

必 要性 を満 足 させ る もの で あ る 。

　乾隆 帝 も度 量衡単位の 制定を重視 して い た。

乾隆七 年 （1742 年 ） 「御訂」 の 〈 律 呂正 義後編

〉 で 権量表 を再度 定め 、尺度 、量器 は く 数理 精

蘰 〉 の 制 で 規 定 した が 、 衡 の 質量 は 黄銅 方寸 の

質量 6 両 8 銭 を標準 と し、工 部 に標 準器 を制 作

させ 各省に頒布 した 。乾隆 九 年 （1744 年）に は

新莽銅 嘉量 と唐太 宗 時 張 文 が制作 した 方形嘉

量図式 を模倣 して 清嘉量 の 方、円各
一

つ を設 計、

銅 で制作 して 金メ ッ キ して殿 堂 に か ざ っ た 。 清

嘉量 の 設計 水準 は 非 常 に 高 く 、 度 、 量 、 衡 の 基

準 を反 映 して い る だ けで な く、莽尺 、清律 尺 、

営造尺 三 者 の 差別 を 表現 し、形や 関連 数 字で も

古制 と
一

致 して い る。 康熙 、乾 隆の 統一度 量 衡

へ の 重 視 が 清初度量 衡制度 の 大 きな混乱 を もた

ら さ な か っ た。

　 5 ，近代度量衡制度の 確立

　清初度量衡制度の 制定 に は頗 る慎重 で 、管理

も厳格 な た め
一

定の 成 果 をあげて い た 。 清代 中

葉 、 政 府 の 度量衡統
一

の 施策 は厳 格 さを欠 き 、

度 量 衡制 度は紊乱 し 、清王 朝 の 衰 退 に つ れ て そ

の 度を 増 し、清末 に は挽 回不 可能 な とこ ろ ま で

達 した 。 各形式 の 度 量衡器 具 は名 称 も多 く、制

度 もば らば らで あ っ た。尺 度 で言 えば 、 法定 の

営 造尺 以外 に 各職 業 で 用 い る尺 即 ち木廠尺 、 高

香尺 、裁尺 、貨 尺、造船 尺、織物 尺 、算盤 尺 等

が あ っ た 。量器 で は 市斛 、楓斛 、糧麦斛、百 料

斛 、廟斛 、灯 市斛等 。 権 衡器 で は 平秤 、漕 秤、

塩 秤、炭秤 、錫秤 、水果 秤 、 茶 食秤 等 で あ る 。

呉承洛 が 曾 っ て 簡単に列 挙 した各 種名 称 と量値

の 度量衡器 は 、度 量衡三 者 毎 に何 十種類 の 多 さ

に 達 し、量値 も異な っ て い た 。其 の 上 、イ ギ リ

ス 制、 フ ラ ン ス 制 、 日本 制 、
ロ シ ア 制等 の 外国

制 度 もあ っ た 。 度量 衡制度 の 混乱 は極 限に まで

達 した。

　清末 の 度量 衡制度混乱 の 原 因 は 多方面 に わた

っ て い た 。 技術要 素か ら言 えぱ 、 清初採用 した

方 法は 累黍 定尺 で 、こ の 方 法は 伝統 的方法 を踏

襲 した もの で 中身 は 不 確定な と こ ろ が あ り、已

に発 展 した 社会的要 求 に適応 す る の が 難 しか っ

た 。 但 し更 に重要 な原因 は社 会要素 に あ っ た 。

清中葉以 降、政治 は 日に 日に腐 敗 し、官吏 は貪

欲で 汚職 が 幅 を利 か せ、官府 出納 で は 、収入 は

112

一196一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Historical Metrology, Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Hlstorloal 　Metrology 厂　Japan

尺 斗 を必 ず 大 き く し、支 出で は 軽斤 両 を用 い 、

上 が 行えば下 も真似 し 、 制度 が め ちゃ くちゃ と

なっ た 。 こ れ と関連 し て 法 制 も不健全 で政府 も

放 置 し た ままで あ っ た
。 清廷 も度量 衡器 の 校正

検 定 を重視せず 、定期 検定 の 規 定は あ っ たが 、

真 面 目 に執行 して い なか っ た。私 に作 る者 も法

を枉 げ利 を貪る者 も処 罰 を受 けず、多数 の 者 の

追随 を生ん だ。封建社 会末期 に は 巳 に度量衡の

整理 画
一を保持す る能力は 無か っ た 。

　 清 末度 量衡制度極度混乱 の も う
一

つ の 重要 な

原因 は帝 国主義の 侵略 で あ る。 19 世紀 中葉 、東

西 の 列強は 軍艦 と大砲 を用い て 、中国 の 大門 を

強行 突破 し、中国 を して 半封建 半植 民 地 へ の 道

を走 らせ た 。 通商用港 が打ち開 かれ 外国 経済の

侵 略 が激化 し
、 各国度量衡制度が頻 繁 に 中国に

入 っ て きた 。 清廷 は国 内度量衡を統 一
するカ も

無 く、外 国度 量衡 制 度 の 乱入 に 抵抗防御す るカ

は 更に 無か っ た 。 咸 豊九 年 （1859 年 ）粤 （え っ ）

海 関 （広東税関 の 旧称）はイ ギ リス 人 ホ ラチ オ ・

レ イ に 略奪 され 、そ れ 以 降、各帝国 主 義 国家 が

競 っ て 、中国 の 海関統 治権 は 列強 の 手に落 ちた。

海 関で使 用 す る貨幣制 と度量衡 制度 に も中国 は

口 を挟む 権利 も無 か っ た 。 各 国税関官署 は 中国

度量 衡 混乱無規則 に名 を借 り、専款条例 を設 け

て 相互折 り合い 方法 を確 立 し 、海 関 尺 と関平秤

が 出 現 した。 中国度 量衡 史上 権利 喪失 国辱 の 海

関度量衡 は こ うして発生 した 。

　外 国度 量衡 の 中国進入 は 多方 面 に 及 ん で い る 。

例 え ば海 関は イ ギ リ ス 人 が 管理 して 、イ ギ リス

制 を ；郵 政は フ ラ ン ス 人 が管理 し、メー トル 制

を ；鉄路 、航 路主権は英、仏、独、 日、 ロ シ ア

が均 し く指 を 染め 英米に 属す る所 は イ ギ リス 制、

仏独 に属する 所は メ
ー

トル 制、 日本 に属 す る所

は 日本制 、
ロ シ ア に属す る所 は ロ シ ア 制 を用 い

た 。 甚だ しきは 、国内 の 商店 、
工 廠の 貨物 の 販

売 で も、貨幣 の 力 をみ て相応 す る制度 を採用 し

た。度量衡 の 混乱 は 已 に手 の 付 け よ うが 無か っ

た 。 こ れ は帝国主義 の 侵 略 と不可分 の もの で あ

っ た 。

　清 末、変法思潮 が 興 っ た
。 圧 力 に迫 られ 、 清

廷 は度 量衡制 度に対 し改革 を考慮せ ざるを えな

か っ た 。 但 し積 弊已に久 し く先延 ば しに終始 し 、

光緒二 十 九 年 （1903 年）廷 臣が 提議 し光緒三 十

四 年政府 は や っ と 「画一度 量衡制度」 の 方 案を

擬訂 し た
。

こ の 定制 は 国家が 未だ 封建 専制淫威

の 下 に ある ため 、
「敬 っ て 祖制 を遵守」す る た め 、

尺 度 は依然康熙 の 縦黍累尺 で 得た営造 尺 を標 準

と し、量器 、衡器 は 康 熙制 度 を標準 と した が 、

只 金 属材 質の 純度 を考慮 し 、 以前は金 属比 重 で

確立 した衡器の 基 準 を純水 1 立 方寸 の 質量 を標

準 と した 。 当時西 方科学が 已 に 中国 に 伝 わ っ て

い たの で 、方 案を擬 訂後、清政府 は新 制 を万 国

公 制 を参考 に しよ うと人員 を国外視 察 に派遣 し、

併せ 国際度量衡 局 〔訳 者注 ： メ
ー

トル 条約 の 本

部 〕 に 白金で 営造尺 と庫平分銅原器製造 を、 ニ

ッ ケル 合 金で 相応 の 副原器 製造 を依頼 した。原

器 と副原器 は 宣統元 年 （1909 年 ）制 作後 中国 に

送 られ 、現在 中国計量科学院に保 存 され 、中国

で最 も早 い 高精度の 度量衡基 準器 で ある 。

　 清末 の 度量 衡制度改革で は 、先ず 万 国公 制 の

長 さ cm 及 び 質量 g を営造 尺 の 長 さ及び 庫 平分

銅 の 質量 と比 較 し、現代科 学に基 づ い て 標 準器

を制 作 した 。 中国度量 衡 に 自 らの 近 代的標 準 を

確 立 した こ と は 、 度量 衡沿 革史上 の
一

大進歩 で

あ る 。 只 、当時の 清 王 朝 は 大廈 ま さに傾 か ん と

し、已 に 朝 に 夕 べ が保 て ぬ 状態で 、こ の 制度 を

推進 し て い く力 は無 か っ た。

　清政府 の 転 覆に 伴 っ て 、度 量衡改革 も新 しい

時代 に 入 っ た。 当時度 量衡制度の 紊乱 で 標準 規

則 は 無 く、民 国設 立 時 は 徹底 改革を実施 す る絶

好 の 機 会 で あ っ た 。 度 量衡を主管する 工 商部は

討 論 を反 復 し、世界 の 潮流 に適応 し て 直接 メ ー

トル 法を採 用 し、対外 貿易 の 障害 を消去 し、全

国 混乱 の 度量 衡制度 を統
一

す べ きだ と した 。 こ

の 提議 は 当時 の 国務 院 を通過 したが更 に 臨時の

参議 院 に 提 出 し なけれ ばな らなか っ た 。 只 当時

の 議員 達 は権力闘争 に 明 け暮れ 、国会は成立 し

て も議 決 されず 、実行 に移 す こ とは 出来 なか っ

た 。

　後 に 、北 洋政府農 商部 が 成 立 し、1mは長す ぎ 、

計 量 史研 究 24−2 ［26］2002，113
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lkg は 重す ぎ 、 当時 の 国民心理 と習慣 との 差が

甚 だ し く 、施行 は 難 し い と判 断 し 、 民 国三 年

（1914 年） 〈 権度条例 〉 草案を擬 訂 し、米英等

の 国 が英制 とメ
ー トル 制 を共存 させ て い る方法

を見 習い 、 甲 乙 両制 を併用 し 、 甲制 は 営造尺 庫

平制 、乙 制 は 国際通用 の メー トル 制 と した 。 甲

制 は 過度 的な補助 制度 と し、
一

切 を比 例 で 折 り

合 わせ 、 乙制 を標 準 とした。併せ て権 度製造所

と検 定所 を設 置 し 、 農商部権度処 に 主持 を委託

し た 。 こ の 議案は 民国 四年 北洋政府か ら 〈 権度

法 〉 の 名 義で 公 布 され たが 、両制 併用 は簡 単な

比 例 で な く 、 換算が難 し く、記憶 に 不 便 で 、こ

れ を推進 す る こ とに は 、抵 抗が 大 きか っ た。特

に 北洋政権は 更迭 が頻発で 戦禍が相次ぎ、軍 閥

達は 権 力闘争に心 を奪わ れ 、国計民 生 を顧み ず、

統
一

度量衡制 度推進 等 には 無 関心 で 、経 費 も無

く、已 に公布 され た 〈 権度法 〉 も形 は あ っ て も

無い に 等 し く、全 国度量衡制度 の 混乱 は 少 し も

改善 され なか っ た 。

　 民 国十 六 年 （1927 年 ）南京政府 が 成 立 し た 。

度 量衡 は 国計 民生 に 関係す る と して 、南京政府

は重 視 し、工 商部 に 新制度 の 制定及 び 推進 を指

示 し た。工 商部 は事 の 重大 さを認識 し 、慎重 に

対応 し、先ず科 学的標 準を制定 し よ うと、専門

家 を組織 して研 究 を開始 した 。 研 究の 結果 、二

つ の 意 見 に 纏 ま っ た ：
一

つ は 完全 に万 国公 制 に

移 り 、 既 知 の 科学原理 に よ っ て科学の 進歩が 提

供 す る最新手 段 を運 用 し 、 中国の 伝 統 的習慣 を

参 考 に して 、独 立 した 中国度量 衡制 度 を制 定す

る ； も う
一

つ は 科学的標 準 に従 うこ とが 国際往

来 に も便 利 で あ り、更に 国民習慣 と心 理 に適 応

す る角度か ら見 て 、完全 に 国 際メ ー トル 制 を採

用 す るが 、別 に過度的に 輔制 を設 け、輔制 と公

制 の 間 は最 も簡 単な比例関係 に す る。第二 の 意

見 が大多数 の 学者 の 賛同 を得 て 、工 商部が組織

した度量衡標準委員会の 認 可を 得た 。 但 し 、 輔

制 を如何 に 設 けるか の 討議 は 時間 が掛 か っ た が 、

最後 に は 徐善祥、呉承洛 二 人 の 提案が 承認 され

た 。 こ の 提案に よれ ば 、1 リ ッ トル を 1 市 升、

lkg を 2 市斤 （10 両で 1 斤）、1m を 3 市 尺 （1500

市尺 で 1里 、6000平方市尺 で 1畝） とす る 。 国

際公 制 を標準 と し、市制を過度的と して い るが 、

市制 も公 制 か ら換算で き、実際上 公 制 と
一

体 で 、

且 つ 公 制 とは
一二 三 の 簡 単な比 例 関係 で 、 記憶

に も便利で 民 間の 伝統的旧 量値 と も接近 して お

り、当時の 工 商部及び 南京 政府各委 員会の 認 可

を得 、最 後 に 南 京 政府 の 修 正 後 、民 国 十 七年

（1928年）7 月 18 日 〈 中華民 国権度標準方案 〉

名 義で 正 式 に公 布 され た 。 標準 方 案 と徐 、 呉方

案の 違い は市斤の 進率 で あ る。徐 、呉方 案 は 十

進 制 の 貫徹で 、1 斤 を 10 両 と し た が 、南京政府

の 最 終審 査 で 市制 は過 度的性質 の も の と見 な さ

れ 、 伝 統習慣 を尊重 し 16 両 で 1斤 をそ の まま用

い る こ と とな っ た 。 故 に こ の 標 準方案公 布時 に

は 1 斤 は 16 両の 旧制 が維持 され 、徐 、呉方案 は

一
歩後 退 した。

　 〈 中華 民国権度標 準方案 〉 の 公 布 は 、中国度

量衡 制度 が 国際公 制 と軌 を接 し近代 計量 の 新段

階 に 入 っ た こ とを意 味す る 。 その 後 、本方案 の

実施 を保 証す る ため、民 国 十八 年 （1929 年） 2

月 、南京 政府 は又 〈 中華民 国度量衡 法 〉 を発布

し 、中央 政府 は全 国度量衡 局 を設立 し 、度 量衡

行政 事務 に 責任 を持 たせ た。 同時 に 度量衡製 造

所 を拡充 して 、各種標準器 を製造 して 全国 各省、

県 に 頒布 した 。 更に 度量衡検定人 員養成所 を設

け 、 検定 員を教育 し 、 度量 衡事業統
一

の 技術骨

幹 と した 。

　新 し い 度 量衡制 度を推進 す る た め 、当時 の 工

商部は 中央各部及 び 地 方行 政機 関に 協力 を文 書

で 要請 し各界 の 支持 を得 た 。 海 関貿易 は外 交部

と財政部か ら各海 関総署 に 命 じ 、民国 二 十三 年

（1934 年 ）
一
斉に 新制 に切 り替 え た。各省 も逐

次新法推 進 を始 め た が 、各 種原 因で 国 民経済が

衰退 し、工 業 、科学技術及 び 教育事業 が 凋 落 し、

民 国時期 は 度量衡公 制 は全 国 に は広 ま らず 、 人

民生 活 と密 接な 関係 が あ る市用制 が 、逐次通用

し て い っ た 。
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